
山梨県地域防災計画本編 改正案新旧対照表（第１編 総則 ～ 第２編 一般災害編） 
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第１編 総則 

第３章 防災の基本理念及び施策の概要 

〇新型コロナウイルス感染症の発生を   踏まえ、災害対応に当たる
職員等の感染症対策の徹底や、避難所における避難者の過密抑制など新
型コロナウイルス感染症を含む感染症対策の観点を取り入れた防災対策
を推進する必要がある。 

（略） 

２ 災害応急対策 

・被災者の健康状態の把握や福祉的な支援、並びに必要に応じた救護所
の開設、仮設トイレの設置、廃棄物処理等の保健衛生活動、防疫活動、
並びに迅速な遺体の処理等を行う。 

（略） 

第２編 一般災害編 

第１章 地域防災計画・一般災害編の概要 

第２節 山梨県の概況 
２ 本県の社会的条件 
（１）人口及び産業 

本県の人口・世帯数は、83万4,930人、33万976世帯（平成27年国勢調
査）となっている。 

人口は減少傾向にあるが、世帯数については増加傾向にあり、中でも
単独世帯の増加が顕著である。また、１世帯当たりの人口は、昭和30年
には5.19人であったが、平成27年には 2.52人となっている。 

年齢階級別人口については、年少人口(0～14歳)及び生産年齢人口(15
～64歳)が減少し、老年人口(65歳以上)が増加傾向にある。老年人口の 
割合は平成27年には28.4％に達しており、全国平均の26.6％を上回って
いる。 

（略） 

 

 

 

 

 

第１編 総則 

第３章 防災の基本理念及び施策の概要 

〇新型コロナウイルス感染症流行時の経験も踏まえ、災害対応に当たる
職員等の感染症対策の徹底や、避難所における避難者の過密抑制など感
染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する必要がある。 

（略） 

２ 災害応急対策 

・被災者の健康状態の把握や福祉的な支援、並びに必要に応じた救護所
の開設、仮設トイレの設置、廃棄物処理等の保健衛生活動、防疫活動、
並びに迅速な遺体の処理等を行う。 

（略） 

第２編 一般災害編 

第１章 地域防災計画・一般災害編の概要 

第２節 山梨県の概況 
２ 本県の社会的条件 
（１）人口及び産業 
本県の人口・世帯数は、80万9,974人、33万8,853世帯（令和2年国勢

調査）となっている。 
人口は減少傾向にあるが、世帯数については増加傾向にあり、中でも

単独世帯の増加が顕著である。また、１世帯当たりの人口は、昭和30年
には5.19人であったが、令和2年には 2.39人となっている。 

年齢階級別人口については、年少人口(0～14歳)及び生産年齢人口(15
～64歳)が減少し、老年人口(65歳以上)が増加傾向にある。老年人口の
割合は令和2年には31.1％に達しており、全国平均の28.7％を上回って
いる。 

（略） 
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第２章 災害予防計画 

第１節 防災組織の充実 

１ 県の防災組織 

(4) 応急体制の整備 

・県は災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体及
び防災関係機関等から応援を受けることができるよう、受援計画を作成
し、受援先などの指定、連絡調整体制、応援機関の活動拠点等、必要な
準備を整える。                         
                                
                                
                                
                                 

（略） 

（新設）・県は、訓練等を通じて、応急対策職員派遣制度を活用した応
援職員の受け入れについて、活用方法の習熟、発災時における円滑   

 

２ 市町村の防災組織 

(4) 応急体制の整備 

（新設）・県は、訓練等を通じて、応急対策職員派遣制度を活用した応
援職員の受け入れについて、活用方法の習熟、発災時における円滑な活
用の促進に努めるものとする。 

 

４ 自主防災組織 

(3) 組織の編成及び活動 

ア 構成 

各組織の規約の定めるところによるが、例示すると次のとおりであ
る。なお、自主防災組織を編成する際には、女性の参画の促進に努め、
特定の活動が片方の性に偏るなど、性別や年齢等により役割を固定化す
ることがないよう配慮するなど、男女共同参画の視点を重視するととも
に、リーダーには複数の女性が含まれるように女性         
 リーダーの育成を図ることとする。 

第２章 災害予防計画 

第１節 防災組織の充実 

１ 県の防災組織 

(4) 応急体制の整備 

・県は災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体及
び防災関係機関等から応援を受けることができるよう、受援計画を作成
し、受援先などの指定、連絡調整体制、応援機関の活動拠点等、必要な
準備を整える。その際、感染症対策のため、適切な空間の確保に配慮す
るものとする。また、応援職員等の宿泊場所の確保が困難となる場合も
想定して、応援職員等に対して紹介できる、ホテル・旅館、公共施設の
空きスペース、仮設の拠点や車両を設置できる空き地など宿泊場所とし
て活用可能な施設等のリスト化に努めるものとする。 

（略） 

・県は、訓練等を通じて、応急対策職員派遣制度を活用した応援職員の
受け入れについて、活用方法の習熟、発災時における円滑な活用の促進
に努めるものとする。 

２ 市町村の防災組織 

4) 応急体制の整備 

・市町村は、訓練等を通じて、応急対策職員派遣制度を活用した応援職
員の受け入れについて、活用方法の習熟、発災時における円滑な活用の
促進に努めるものとする。 

 

４ 自主防災組織 

(3) 組織の編成及び活動 

ア 構成 

各組織の規約の定めるところによるが、例示すると次のとおりであ
る。なお、自主防災組織を編成する際には、女性の参画の促進に努め、
特定の活動が片方の性に偏るなど、性別や年齢等により役割を固定化す
ることがないよう配慮するなど、男女共同参画の視点を重視するととも
に、リーダーには多様な人材が含まれるように女性をはじめとした多様
なリーダーの育成を図ることとする。 
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第２節 防災知識の普及・教育及び防災訓練 

１ 防災知識の普及・教育 

自らの安全は自らが守るのが防災の基本であり、住民がその自覚を持
ち食料・飲料水等の備蓄など、自らの身の安全を守るよう行動すること
が重要である。また住民が、災害時には初期消火や近隣の負傷者及び避
難行動要支援者の支援、避難所で自ら行動、あるいは市町村等の防災活
動に協力するなど防災への寄与が必要となる。このため、県や市町村
は、防災に携わる職員の資質を高めることと合わせて、住民に自主防災
思想の普及を図っていく。 

この際、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等の要配慮者に十
分配慮し、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努め
るとともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮
するよう努める。に加え、家庭動物の飼養の有無による被災時のニーズ
の違いに配慮するよう努める。 

（略） 

２ 防災訓練の実施 

県をはじめとする各防災関係機関は、複合的な災害を視野に入れ、災
害発生時等に効果的な防災活動が実施できるよう次の訓練を実施する。 

また、訓練の実施に当たっては、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、
妊産婦などの要配慮者に十分配慮し、要配慮者を支援する体制が整備さ
れるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視
点に十分配慮するよう努めるものとする。 

大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、関係機関と連
携して、実践型の防災訓練を実施するよう努めるものとする。 

また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大のおそれがある
状況下での災害対応に備え、感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓
練を積極的に実施するものとする。 

なお、訓練後には事後評価を行い、課題を明らかにするとともに、必
要に応じて改善を行う。 

（略） 

 

 

第２節 防災知識の普及・教育及び防災訓練 

１ 防災知識の普及・教育 

自らの安全は自らが守るのが防災の基本であり、住民がその自覚を持
ち食料・飲料水等の備蓄など、自らの身の安全を守るよう行動すること
が重要である。また住民が、災害時には初期消火や近隣の負傷者及び避
難行動要支援者の支援、避難所で自ら行動、あるいは市町村等の防災活
動に協力するなど防災への寄与が必要となる。このため、県や市町村
は、防災に携わる職員の資質を高めることと合わせて、住民に自主防災
思想の普及を図っていく。 

この際、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等の要配慮者に十
分配慮し、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努め
るとともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮
するよう努めることに加え、家庭動物の飼養の有無による被災時のニー
ズの違いに配慮するよう努める。 

（略） 

２ 防災訓練の実施 

県をはじめとする各防災関係機関は、複合的な災害を視野に入れ、災
害発生時等に効果的な防災活動が実施できるよう次の訓練を実施する。 

また、訓練の実施に当たっては、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、
妊産婦などの要配慮者に十分配慮し、要配慮者を支援する体制が整備さ
れるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視
点に十分配慮するよう努めるものとする。 

大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、関係機関と連
携して、実践型の防災訓練を実施するよう努めるものとする。 

また、               感染症の拡大のおそれがある
状況下での災害対応に備え、感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓
練を積極的に実施するものとする。 

なお、訓練後には事後評価を行い、課題を明らかにするとともに、必
要に応じて改善を行う。 

（略） 
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第３節 防災施設及び防災資機材の整備、拡充 

１ 防災施設の整備 

(5) 防災活動拠点  

８ 災害発生時において、応援部隊の受入、物資の集積、振分、運搬の
拠点となる防災活動拠点を次のとおり設定し、災害時の利用形態を想
定して、必要に応じた防災機能の強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

※警察、自衛隊、消防、国土交通省の使用が無い場合には、県災害対策
本部で調整のうえ、ライフライン機関の活動拠点としても使用する。 

 

（新設）イ 防災機能を有する道の駅を防災拠点として位置付け、大規
模災害時等の広域的な復旧・活動拠点としての機能強化に努める 

（略） 

第４節 消防予防計画 

１ 消防力の充実強化 

(1) 自治体消防力等の充実強化 

（略） 

ア 自治体消防力の充実強化 

(ｱ) 消防組織の充実強化 

市町村は消防施設・設備の拡充強化に努めるとともに、地域消防の要
である消防団組織の充実強化を図るものとする。          
                                
                                

第３節 防災施設及び防災資機材の整備、拡充 

１ 防災施設の整備 

(5) 防災活動拠点  

ア 災害発生時において、応援部隊の受入、物資の集積、振分、運搬の
拠点となる防災活動拠点を次のとおり設定し、災害時の利用形態を想
定して、必要に応じた防災機能の強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

※警察、自衛隊、消防、国土交通省の使用が無い場合には、県災害対策
本部で調整のうえ、ライフライン機関の活動拠点としても使用する。 

 

イ 防災機能を有する道の駅を防災拠点として位置付け、大規模災害時
等の広域的な活動拠点としての機能強化に努めるものとする。 

（略） 

第４節 消防予防計画 

１ 消防力の充実強化 

(1) 自治体消防力等の充実強化 

（略） 

ア 自治体消防力の充実強化 

(ｱ) 消防組織の充実強化 

市町村は消防施設・設備の拡充強化に努めるとともに、地域消防の要
である消防団  の充実強化に向けて、大規模災害等に備えた消防団の
車両・資機材・拠点施設の充実、処遇の改善、必要な資格の取得など実
践的な教育訓練体制の充実、青年層・女性層を始めとした団員の入団促
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   また、自主防災組織との連携を強め、初期消火を徹底し、火災の
延焼防止を図るものとする。 

（略） 
 
(2) 広域消防応援体制の確立 

（略） 

イ 県は、８                         ８                                        
９          ９ 消防の応援について、近隣市町村及び消防
本部間等による協定の締結促進を図るなど、消防相互応援体制の整備に
努める     。また、９                  ９                                                         
９９                             緊
９９９  緊急消防援助隊を充実強化するとともに、実践的な訓練等を
通じて、人命救助活動等の支援体制の整備に努めるものとする。 

（略） 

４ 砂防対策（土砂災害対策）(県土整備部) 

(6)  各種規制による災害防止対策 

・宅地造成対策 

県は、「宅地造成規制法」及び「山梨県宅地開発事業の基準に関する
条例」に基づき、宅地造成事業を規制して宅地造成に伴う崖崩れ等の災
害を防止する。 

・盛土 対策 

県は、盛土による災害防止に向けた総点検等を踏まえ、危険が確認さ
れた盛土について、宅地造成及び特定盛土等規制法などの各法令に基づ
き、速やかに撤去命令等の是正指導を行うものとする。また、県は、当
該盛土について、対策が完了するまでの間に、市町村において地域防災
計画や避難情報の発令基準等の見直しが必要になった場合には、適切な
助言や支援を行うものとする。 
（略） 

 

 

 

進等に取り組むものとし、地域住民と消防団員の交流等を通じ、消防団
員がやりがいを持って活動できる環境づくりを進めるよう努めるものと
する。また、自主防災組織との連携を強め、初期消火を徹底し、火災の
延焼防止を図るものとする。 

（略） 
 
(2) 広域消防応援体制の確立 

（略） 

イ 県は、市町村の消防の広域化を推進するなど、消防の対応力の強化
を図るよう努めるとともに、消防の応援について、近隣市町村及び消防
本部間等による協定の締結促進を図るなど、消防相互応援体制の整備に
努めるものとする。また、デジタル技術の活用による情報収集、分析な
ど指揮支援体制の強化や迅速な進出と効果的な活動に向けた体制整備な
どにより、緊急消防援助隊を充実強化するとともに、実践的な訓練等を
通じて、人命救助活動等の支援体制の整備に努めるものとする。 

（略） 

４ 砂防対策（土砂災害対策）(県土整備部) 

(6)  各種規制による災害防止対策 

・宅地造成対策 

県は、「宅地造成規制法」及び「山梨県宅地開発事業の基準に関する
条例」に基づき、宅地造成事業を規制して宅地造成に伴う崖崩れ等の災
害を防止する。 

・盛土等対策（林政部・農政部・県土整備部） 

県は、「宅地造成及び特定盛土等規制法」に基づき、盛土等による災
害を防止する。宅地造成及び特定盛土等規制法などの各法令に基づき、
速やかに撤去命令等の是正指導を行うものとする。また、県は、当該盛
土について、対策が完了するまでの間に、市町村において地域防災計画
や避難情報の発令基準等の見直しが必要になった場合には、適切な助言
や支援を行うものとする。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本

計画修正

に伴う修

正 

 

 

 

 

現状に沿

った修正 
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39 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 農地災害予防対策(農政部) 

(1) 農業用ため池の防災・減災対策 

（略） 

また、ため池が決壊した場合の浸水想定地域等を示した「ハザードマ
ップ」や「緊急連絡網」の随時更新を図り緊急時の迅速な避難行動につ
なげるとともに、              ため池管理者 への指
導や豪雨後・災害時の点検等を行う体制の構築等、保全管理体制の強化
を推進する。 

（略） 
 
 

７ 農作物災害予防対策(農政部) 

農作物の災害予防については、「山梨県農業災害対策要領」に基づき
万全を期する。 

ことに、凍霜害については、発生の危険が長期にわたるため、あらかじ
め、警戒期間(おおむね3月下旬～5月下旬)を設け、別途定める予防対策
要領により、災害防止に努める。 

また、台風や豪雪等に対しては、気象台からの気象情報に基づき、的
確な予防技術対策を樹立し、関係機関への迅速な通報に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 農地災害予防対策(農政部) 

(1) 農業用ため池の防災・減災対策 

（略） 

また、ため池が決壊した場合の浸水想定地域等を示した「ハザードマ
ップ」や「緊急連絡網」の随時更新を図り緊急時の迅速な避難行動につ
なげるとともに、ため池サポートセンターによるため池管理者等への指
導や豪雨後・災害時の点検等を行う体制の構築等、保全管理体制の強化
を推進する。 

（略） 

 

７ 農作物災害予防対策(農政部) 

農作物の災害予防については、「山梨県農業災害対策要領」に基づき
万全を期する。 

あ あ凍霜害については、発生の危険が長期にわたるため、あらかじ
め、警戒期間(おおむね3月上旬～5月下旬)を設け、別途定める予防対策
要領により、災害防止に努める。 

また、台風や豪雪等に対しては、気象台からの気象情報に基づき、的
確な予防技術対策を樹立し、関係機関への迅速な通報に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

ため池サ

ポートセ

ンター開

設に伴う

修正 

 

 

 

 

温暖化の

影響に伴

う修正 

 

 

 

 

組織改編

に伴う修

正 

 

 

 

 

 

 

 

農業革新支援センター
（農技・総技セ・果試・畜酪セ）

農務事務所

地 域 農 政 課
農 業 農 村 支 援 課

家 畜 保 健 衛 生 所

農

村

振

興

課

耕

地

課

○　勤務時間外における気象情報伝達網

甲府地方気象台 防災危機管理課

市
　
町
　
村

集
　
　
　
落
　
・
　
農
　
　
　
家

農業技術課

農
　
　
協

農

政

総

務

課

担

い

手

・

農

地

対

策

課

販

売

・

輸

出

支

援

課

果
樹
･
６
次
産
業
振
興
課

畜

産

課

食

糧

花

き

水

産

課

農 業 基 盤 課
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41 

 

 

 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（新設） 

 

 

 

 

（略） 

第７節 建築物災害予防対策 

１ 不燃建築物の建設促進対策 
ア 地域指定の状況 

  防火地域 準防火地域 建築基準法第 22 条の指定地域 

甲府市 59.0ha 198.0ha 1797ha 

富士吉田市   42.0 577 

甲州市   10.0  850 

都留市   23.0  326 

山梨市   8.3  172 

大月市 2.6     

韮崎市   42.0    

甲斐市   2.8  802 

富士川町     68 

身延町     900 

上野原市   10.2 90 

市川三郷町     120 

 

 

 

 

 

（略） 

９ 道路の風水害等予防対策 

国及び地方公共団体は、アンダーパス部等の道路の冠水を防止するた
め、排水施設及び排水設備の適切な維持管理を実施する。また、渡河部
の道路橋や河川に隣接する道路の流失により、被災地の孤立が長期化し
ないよう、洗掘防止や橋梁の架け替え等の対策を推進するものとする。
さらに、国は、応急復旧資機材の確保や貸与等による地方公共団体への
支援を推進するものとする。 

（略） 

第７節 建築物災害予防対策 

１ 不燃建築物の建設促進対策 
ア 地域指定の状況 

  防火地域 準防火地域 建築基準法第 22 条の指定地域 

甲府市 59.0ha 199.0ha 1797ha 

富士吉田市   42.0 577 

甲州市   10.0  850 

都留市   23.0  326 

山梨市   8.3  172 

大月市 2.6     

韮崎市   42.0    

甲斐市   2.8  802 

富士川町     68 

身延町     900 

上野原市   10.2 90 

市川三郷町     120 

 

 

 

 

 

 

防災基本

計画修正

に伴う修

正 

 

 

都市計画

の変更に

伴う修正 
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43- 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

44- 

45 

 

 

 

イ 建築物の建築状況 

建築物の構造別面積 

県下の平成１５年度から令和４年度までの着工建築物の構造面積は次
のとおりである。 

（略） 

３ 公共施設災害予防計画 

(1) 老朽建物の改築促進 

ア 老朽度の著しい建物については、国又は県の整備計画に合わせて改
築の促進を図る。改築にあたっては、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造
の耐震耐火構造物の建設の促進を図る。 

 

(2) 県有建物の現況 

ア 県有建物所管別―覧表 

    （令和４年３月３１日現

在） 

区分 木造 非木造 

イ 建築物の建築状況 

建築物の構造別面積 

県下の平成１６年度から令和５年度までの着工建築物の構造面積は次

のとおりである。 

（略） 

３ 公共施設災害予防計画 

(1) 老朽建物の改築促進 

ア 老朽度の著しい建物については、国又は県の整備計画に合わせて改
築の促進を図る。改築にあたっては、              
 耐震耐火構造物の建設の促進を図る。 

 

(2) 県有建物の現況 

ア 県有建物所管別―覧表 

    （令和５年３月３１日現

在） 

区分 木造 非木造 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山梨県県

産木材利

用促進条

例に基づ

く修正 

 

 

時点修正 
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箇所

数 

面積

（㎡） 
箇所数 面積（㎡） 

感染症対策センタ

ー 
0  0.00  6  1,184.30  

知事政策局 0  0.00  10  3,676.43  

スポーツ振興局 0  0.00  17 3,748.18 

県民生活部 0  0.00  34  29,870.31  

男女共同参画・共

生社会推進統括官 
0  0.00  6 7,587.19 

リニア未来創造局 0  0.00  3  2,578.40  

総務部 3  49.76  128  87,552.60  

防災局 0  0.00  24  10,499.74  

福祉保健部 5  185.77  101  56,785.28  

子育て支援局 3 286.39 29 9,484.64 

林政部 79 7,982.95 53 8,974.42 

環境・エネルギー部 1  15.30  25  7,975.14  

産業労働部 4  33.55  96  53,864.06  

観光文化部 15  412.54  39  62,643.19  

農政部 7  655.24  315  70,967.04  

県土整備部 32  4,269.68  1,210  671,756.54  

企業局 17  2,110.66 69  21,146.39 

教育委員会 27 5,954.28  1,046  608,114.82  

警察本部 23  2,058.03  745  112,927.38  

箇所

数 

面積

（㎡） 
箇所数 面積（㎡） 

感染症対策センタ

ー 
0  0.00  6  1,184.30  

知事政策局 0  0.00  10  2,910.47  

スポーツ振興局 0  0.00  12 2,910.47 

県民生活部 0  0.00  34  29,870.31  

男女共同参画・共

生社会推進統括官 
0  0.00  6 7,587.19 

リニア未来創造局 0  0.00  3  2,578.40  

総務部 3  49.76  128  87,552.60  

防災局 0  0.00  24  10,499.74  

福祉保健部 5  185.77  101  56,785.28  

子育て支援局 4 733.07 24 9,423.39 

林政部 79 7,982.95 53 8,974.42 

環境・エネルギー部 1  15.30  25  7,975.14  

産業労働部 4  33.55  97  53,912.12  

観光文化部 15  412.54  39  62,643.19  

農政部 7  655.24  315  72,461.49  

県土整備部 32  4,269.68  1,211  669,867.32  

企業局 17  2,110.66 69  21,146.39 

教育委員会 28 6,008.93 1,046  608,778.03  

警察本部 24  2,144.74  727  105,927.70  
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47 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

総計 216  24,014.15 3,956  1,831,336.05  

（略） 

第９節 原子力災害予防対策 

（略） 
イ 緊急時防護措置を準備する区域 

（ＵＰＺ：Urgent Protective action planning Zone） 

緊急時防護措置を準備する区域（概ね半径３０㎞圏内） 

 

 本節及び第３章第７節における用語の意義は次のとおりとする。 

・「原子力災害」･･･原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に
生じる被害をいう。 

（略） 

第１１節 情報通信システムの整備 

防災関係機関等が相互に連携し、災害の予防及び災害発生時にあって
は事態の認識を一致させ、迅速な意志決定を行い、応急対策を実施する
上で必要な情報の収集伝達を円滑に行うため、地理空間情報（地理空間
情報活用推進基本法（平成１９年法律第６３号）第２条第１項に規定す
る地理空間情報）の活用など情報通信システム           
                              の整
備に努める     。 

（略） 

１１ 災害情報収集公開システムの整備 

県は、総合防災情報システムで収集した災害の発生箇所や規模、被害
の状況などの災害情報を迅速に収集し、必要な情報を県民にインターネ
ット、ツィッター、緊急速報メールなどで公開する仕組みを確保する。 

（略） 

 

 

 

 

総計 219  24,602.19 3,930 1,823,753.91 

（略） 

第９節 原子力災害予防対策 

（略） 

 
イ 緊急防護措置を準備する区域 

（ＵＰＺ：Urgent Protective action planning Zone） 

緊急 防護措置を準備する区域（概ね半径３０㎞圏内） 

 

 本節及び第３章第７節における用語の意義は次のとおりとする。 

・「原子力災害」･･･原子力施設の事故等に起因する放射性物質又は放

射線の異常な放出により生じる被害 

（略） 

第１１節 情報通信システムの整備 

防災関係機関等が相互に連携し、災害の予防及び災害発生時にあって
は事態の認識を一致させ、迅速な意志決定を行い、応急対策を実施する
上で必要な情報の収集伝達を円滑に行うため、地理空間情報（地理空間
情報活用推進基本法（平成１９年法律第６３号）第２条第１項に規定す
る地理空間情報）の活用や、必要に応じ航空機、無人航空機、車両、Ｓ
ＡＲ衛星を含む人工衛星等の多様な情報収集手段を活用できる体制の整
備に努めるものとする。 

（略） 

１１ 災害情報収集公開システムの整備 

県は、総合防災情報システムで収集した災害の発生箇所や規模、被害
の状況などの災害情報を迅速に収集し、必要な情報を県民にインターネ
ット、SNS、緊急速報メールなどで公開する仕組みを確保する。 

（略） 

 

 

 

 

 

原子力災

害対策指

針に沿っ

た修正 

 

 

 

 

 

地震部会

報告に伴

う修正 

 

 

 

名称変更

に伴う修

正 
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59 

 

 

 

 

 

 

 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１２節 要配慮者対策の推進 

１ 高齢者・障害者等の要配慮者対策 
(5) 防災知識の普及啓発と地域援助体制の確立 

（略） 

また、訓練等を通じて地域の自主防災組織が援助すべき世帯等を予め
明確にしておくとともに、移動等が困難な障害者等については、防災情
報の       伝達       、介助体制の確立に努めるもの
とする。 

 
（略） 

 
２ 在住外国人及び外国人観光客（以下「外国人」という。）対策  
（略） 
（２）大規模災害が発生し、又は、その恐れがあると認められ、山梨県

災害対策本部が設置された場合には、山梨県立国際交流・多文化共
生センター等に災害多言語支援センターを設置するとともに同セン
ターと連携して外国人の混乱や不安の拡大を抑制する。 

ア 災害時外国人支援情報コーディネーターを活用した情報の収集及び
整理 

イ 外国語での情報の提供 
ウ 市町村等からの要請への対応 
エ 外国人との連携 

             

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１２節 要配慮者対策の推進 

１ 高齢者・障害者等の要配慮者対策 
(5) 防災知識の普及啓発と地域援助体制の確立 

（略） 

また、訓練等を通じて地域の自主防災組織が援助すべき世帯等を予め
明確にしておくとともに、移動等が困難な障害者等については、防災情
報の迅速かつ確実な伝達を図るとともに、介助体制の確立に努めるもの
とする。 
 
（略） 

 
２ 在住外国人及び外国人観光客（以下「外国人」という。）対策  
（略） 
（２）大規模災害が発生し、又は、その恐れがあると認められ、山梨県

災害対策本部が設置された場合には、山梨県立国際交流・多文化共
生センター等に災害多言語支援センターを設置するとともに同セン
ターと連携して外国人の混乱や不安の拡大を抑制する。 

ア 災害時外国人支援情報コーディネーターを活用した情報の収集及び
整理 

イ 外国語での情報の提供 
ウ 市町村等からの要請への対応 
エ 外国人との連携 

オ 外国人からの相談対応 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の修

正 

 

 

 

 

 

 

やまなし

外国人相

談支援セ

ンターを

開設した

ことに伴

う修正 
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66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 災害応急対策 

第１節 応急活動体制 

４ 広域応援体制 

（略） 

⑥ 受援計画 

知事は、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団
体及び防災関係機関から応援が受けることができるよう、受援計画を作
成し、必要な準備を整える。また、新型コロナウイルス感染症を含む感
染症対策のため、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など、
応援職員等の執務スペースの適切な空間の確保に配慮するものとする。
                                
                                
           

（略） 
(4) 消防の応援要請 

3) 都道府県 隊 

都道府県 隊は、当該都道府県     の区域内の市町村（東京都
特別区並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合を含む。以下同
じ。）に設置された都道府県大隊指揮隊、消火中隊、救助中隊、救急中
隊、後方支援中隊、通信支援中隊、水上中隊、特殊災害中隊及び特殊装
備中隊のうち被災地において行う消防の応援等に必要な中隊を持って編
成する。 

（略） 

エ 出動計画等 

1) 出動決定のための措置等 

2 緊急消防援助隊が被災地に出動した場合においては、当該緊急消防
援助隊は、消防組織法第47条及び第48条の規定に基づき、指揮者の指
揮の下又は                    密接な連携の
下に活動するものとする。この場合において、被災地で消防活動を行
う緊急消防援助隊以外の消防機関と密接に連携するものとする。 

（略） 

 

第３章 災害応急対策 

第１節 応急活動体制 

４ 広域応援体制 

（略） 

⑥ 受援計画 

 知事は、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団
体及び防災関係機関から応援が受けることができるよう、受援計画を作
成し、必要な準備を整える。また、               感
染症対策のため、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など、
応援職員等の執務スペースの適切な空間の確保に配慮するものとする。
 さらに、応援職員等が宿泊場所を確保することが困難な場合に、公共
施設の空きスペース、仮設の拠点や車両を設置できる空き地などの確保
に配慮するものとする。 

（略） 
(4) 消防の応援要請 

3) 都道府県大隊 

都道府県大隊は、当該都道府県又は当該都道府県内の市町村（東京都
特別区並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合を含む。以下同
じ。）に設置された都道府県大隊指揮隊、消火中隊、救助中隊、救急中
隊、後方支援中隊、通信支援中隊、水上中隊、特殊災害中隊及び特殊装
備中隊のうち被災地において行う消防の応援等に必要な中隊を持って編
成する。 

（略） 

エ 出動計画等 

1) 出動決定のための措置等 

2 緊急消防援助隊が被災地に出動した場合においては、当該緊急消防
援助隊は、消防組織法第47条及び第48条の規定に基づき、指揮者の指
揮の下又は応援等を受けた市町村の消防機関との相互に密接な連携の
下に活動するものとする。また      、被災地で消防活動を行
う緊急消防援助隊以外の消防機関と密接に連携するものとする。 

（略） 

 

 

防災基本

計画修正

に伴う修

正 

 

 

 

 

 

 

 

緊急消防

援助隊の

編成及び

施設の整

備等に係

る基本的

な事項に

関する計

画に統一 
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72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第３（第一次出動都道府県 隊） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第３（第一次出動都道府県大隊） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

緊急消防

援助隊の

編成及び

施設の整

備等に係

る基本的

な事項に

関する計

画に統一 
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73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第４（出動準備都道府県 隊） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
別表第４（出動準備都道府県大隊） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急消防

援助隊の

編成及び

施設の整

備等に係

る基本的

な事項に

関する計

画に統一 
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83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 
７ 自衛隊災害派遣要請の概要 

(1) 派遣形態 

（略） 

 

 

（略） 
(8) 部隊等の活動内容 

内   容 詳        細 

被害状況の 

把握 

（情報収集） 

車両・航空機等、状況に適した手段による情報収集 

広範囲：ヘリコプター映像伝送（東部方面航空

隊） 

詳 細：偵察隊、情報中隊の有するオートバイ 

避 難 の  

援 助 

 避難者の誘導・輸送等 

被災者の捜

索・救助 

 行方不明者等の捜索及び負傷者の救助 

水 防  

活 動 

 堤防・護岸等の決壊に際し、土嚢の作成・運搬・

輸送・設置等 

（略） 
７ 自衛隊災害派遣要請の概要 

(1) 派遣形態 

（略） 

 

 

（略） 
(8) 部隊等の活動内容 

内   容 詳        細 

被害状況の 

把握 

（情報収集） 

車両・航空機等、状況に適した手段による情報収集 

広範囲：ヘリコプター映像伝送（東部方面航空

隊） 

詳 細：偵察隊、情報中隊の有するオートバイ 

避 難 の 

 援 助 

 避難者の誘導・輸送等 

遭難者等の捜

索・救助 

 行方不明者等の捜索及び負傷者の救助 

水 防  

活 動 

 堤防・護岸等の決壊に際し、土嚢の作成・運搬・

輸送・設置等 

 

 

自衛隊法

第83条第

2 項 に沿

った修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本

計画に沿

った修正 
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85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消 防  

活 動 

 利用可能な消防車（駐屯地に１台）及びその他の

防水用具を利用した消防機関への協力及び山林火災

等における航空機（注３）（中型・大型）による空中消

火（不燃材等は通常関係機関が提供） 

【注３：消防防災航空隊がバケット（910Ｌ）×２、

防災安全センターが水のう（700Ｌ）×４、東部方面

特 科 連 隊 （ 県 分 を 保 管 ） が バ ン ビ バ ケ ッ ト

（5,000L）×２保有、バンビバケット（680L）×３

を保有】 

 

道路や水路の 

障害物の除去 

 道路もしくは水路が破損又は障害物がある場合の

啓開・除去 

応急医療・救

護 

及び防疫 

 被災者に対する応急医療及び感染症対策（薬剤等

は通常関係機関が提供） 

 参考例：阪神・淡路大震災、東日本大震災時にお

ける避難所への巡回診療 

通 信 支 

援 

 災害派遣部隊の通信連絡に支障をきたさない範囲

で実施 

人員及び物資

の緊急輸送 

 被災者等の怪我人、及び救急患者等の患者空輸及

びトラック又は航空機を利用した物資輸送 

炊飯及び給水 

     援 

 炊飯及び給水の支援                     援  

 

物資の無償貸

与 

又は譲与 

 「防衛省所管に属する物品の無償貸与及び譲与に

関する省令」に基づき、災害による被害者で応急救

助を要するものに対し特に必要な救じゅつ品（消耗

品に限る。） 

危険物の保安 

又は除去 

 能力上可能なものについて火薬類、爆発物及び不

発弾等の危険物の保安処置及び除去 

そ の 他  その他、臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対応

可能なもの 

消 防  

活 動 

 利用可能な消防車（駐屯地に１台）及びその他の

防水用具を利用した消防機関への協力及び山林火災

等における航空機（注３）（中型・大型）による空中消

火（不燃材等は通常関係機関が提供） 

【注３：消防防災航空隊がバケット（910Ｌ）×２、

防災安全センターが水のう（700Ｌ）×４、東部方面

特 科 連 隊 （ 県 分 を 保 管 ） が バ ン ビ バ ケ ッ ト

（5,000L）×２保有、バンビバケット（680L）×３

を保有】 

 

道路や水路の 

障害物の除去 

 道路もしくは水路が破損又は障害物がある場合の

啓開・除去 

応急医療・救

護 

及び防疫 

 被災者に対する応急医療及び感染症対策（薬剤等

は通常関係機関が提供） 

 参考例：阪神・淡路大震災、東日本大震災時にお

ける避難所への巡回診療 

通 信 支 

   援 

 災害派遣部隊の通信連絡に   支障をきたさな

い範    

人員及び物資

の緊急輸送 

 被災者等の怪我人、及び救急患者等の患者空輸及

びトラック又は航空機を利用した物資輸送 

給食、給水及

び入浴支援 

 被災者に対し、給食、給水及び入浴支援を実施 

物資の無償貸

与 

又は譲与 

 「防衛省所管に属する物品の無償貸与及び譲与に

関する省令」に基づき、災害による被害者で応急救

助を要するものに対し特に必要な救じゅつ品（消耗

品に限る。） 

危険物の保安 

又は除去 

 能力上可能なものについて火薬類、爆発物及び不

発弾等の危険物の保安処置及び除去 

そ の 他  その他、臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対応

可能なもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本

計画に沿

った修正 
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93 

 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

８ 広域応援体制に必要となる防災活動拠点 

(2) 防災活動拠点の防災機能強化  

災害救助要員の集結・派遣場所となる防災活動拠点について、災害時
の利用形態を想定し、必要に応じ防災機能の強化を図る。 

また、防災機能を有する道の駅を防災拠点として位置付け、大規模災
害時等の広域的な復旧・活動拠点としての機能強化に努めるものと 

（略） 

第２節 災害関係情報等の受伝達 

１ 防災気象情報の受理、伝達 

(1) 甲府地方気象台が発表する防災気象情報 

（ウ）キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布） 

流 域 雨 量
指 数 の 予
測値 

洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及
びその他河川）の、上流域での降雨による、下流の対象
地点の洪水危険度の高まりの予測を、洪水警報等の基準
への到達状況に応じて危険度を色分けした時系列で示す
情報。6時間先までの雨量分布の予測（降水短時間予報
等）を用いて常時10分ごとに更新している。 

（略） 

(3) 国土交通省と気象庁とが共同して発表する洪水予報（富士川（釜無
川を含む）及び笛吹川洪水予報） 

イ 洪水予報実施区間 

富士川（釜無川を含む） 韮崎市の武田橋      から海まで 

笛吹川         山梨市の岩手橋      から富士川合流点まで 

（略） 

 

 

 

（略） 

８ 広域応援体制に必要となる防災活動拠点 

(2) 防災活動拠点の防災機能強化  

災害救助要員の集結・派遣場所となる防災活動拠点について、災害時
の利用形態を想定し、必要に応じ防災機能の強化を図る。 

また、防災機能を有する道の駅を防災拠点として位置付け、大規模災
害時等の広域的な活動拠点としての機能強化に努めるものとする。 

（略） 

第２節 災害関係情報等の受伝達 

１ 防災気象情報の受理、伝達 

(1) 甲府地方気象台が発表する防災気象情報 

（ウ）キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布） 

流 域 雨 量
指 数 の 予
測値 

各河川の、上流域での降雨による、下流の対象地点の洪
水危険度（大河川においては、その支川や下水道の氾濫
などの「湛水型内水氾濫」の危険度）の高まりの予測
を、洪水警報等の基準への到達状況に応じて危険度を色
分けした時系列で示す情報。流域内における雨量分布の
実況と6時間先までの予測（解析雨量及び降水短時間予
報等）を用いて常時10分ごとに更新している。 

（略） 

(3) 国土交通省と気象庁とが共同して発表する洪水予報（富士川（釜無
川を含む）及び笛吹川洪水予報） 

イ 洪水予報実施区間  

 富士川（釜無川を含む） 韮崎市の武田上流端から海まで 
 笛吹川         山梨市の岩手上流端から富士川合流点まで 

（略） 

 

 

 

 

 

防災基本

計画に沿

った修正 

 

 

 

山梨県水

防計画の

修正に伴

う修正 

 

 

 

 

 

 

区間修正 
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102 

 

 

 

 

 

 

103 

 

 

 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 被害情報の収集伝達 

(4) 被害情報の収集・連絡 

（略） 

・市町村等は、早期に被害規模を把握するため、必要に応じて、ドロー
ンや高所監視カメラ等を活用した被災住家等の特定や、住民基本台帳等
を活用した安否不明者に係る名簿の作成等を、県と密接に連携しながら
適切に行うものとする。 

（略） 

(6) 報告の種類・様式 

ウ 他の法令に基づく被害報告 

③ 厚生労働省通達に基づく水道の被害報告(衛生薬務班       ) 

（略） 

第４節 水防対策 

２ 県の水防組織 

（略） 

 

 

 

３ 被害情報の収集伝達 

(4) 被害情報の収集・連絡 

（略） 

・市町村等は、早期に被害規模を把握するため、必要に応じて、ドロー
ンや高所監視カメラ等を活用した被災住家等の特定や、住民基本台帳等
を活用した安否不明者に係る名簿の作成等を、県と密接に連携しながら
適切に行うものとする。 

（略） 

(6) 報告の種類・様式 

ウ 他の法令に基づく被害報告 

③ 国土交通省通達に基づく水道の被害報告(衛生薬務班、下水道班) 

（略） 

第４節 水防対策 

２ 県の水防組織 

（略） 

 

 

 

 

防災基本

計画に伴

う修正 

 

 

 

水道法の

所管移管

に伴う修

正 

 

 

 

山梨県水

防計画修

正に伴う

修正 

 

 

 

 

 

 

 

水防本部長 知事
指揮監 県土整備部長
副指揮監 県土整備部理事　県土整備部技監
指揮班 班長 治水課長

副班長 砂防課長
指揮監付 県土整備部次長　県土整備部総括技術審査監

県土整備総務課長　景観づくり推進室長　建設業対策室長
用地課長　技術管理課長　道路整備課長　高速道路推進課長
道路管理課長　都市計画課長　下水道室長　建築住宅課長
住宅対策室長　営繕課長　新環状道路建設事務所長
中部横断自動車道推進事務所長　流域下水道事務所長

水防支部長 各建設事務所長
ダム支部長 各ダム管理事務所長

指揮監付

水
防
本
部
長

指
揮
監

副
指
揮
監

指
揮
班

指示担当

ダ
ム
支
部

水
防
支
部

情報連絡担当

被害記録担当

水防本部長 知事
指揮監 県土整備部長
副指揮監 県土整備部理事　県土整備部技監
指揮班 班長 治水課長

副班長 砂防課長
指揮監付 県土整備部次長　県土整備部総括技術審査監

県土整備総務課長　景観づくり推進室長　建設業対策室長
用地課長　技術管理課長　道路整備課長　高速道路推進課長
道路管理課長　都市計画課長　下水道室長　建築住宅課長
住宅対策室長　営繕課長　新環状道路建設事務所長
中部横断自動車道推進事務所長　流域下水道事務所長

水防支部長 各建設事務所長
ダム支部長 各ダム管理事務所長

指揮監付

水
防
本
部
長

指
揮
監

副
指
揮
監

指
揮
班

指示担当

ダ
ム
支
部

水
防
支
部

情報連絡担当

被害記録担当
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125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水防連絡通信網図 水防連絡通信網図  

山梨県水
防計画修
正に伴う
修正 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(055) 272-1919 (055) 283-0119   (0551) 22-0119

（注）地域における防災気象情報の利用を促進し、気象災害による被害の防止・軽減に
より一層貢献するため、インターネットを活用したシステムにより県市町村や防災関係
機関等に提供している補助伝達手段である。

（055）222－1190

峡 南 広 域 行 政
組 合 消 防 本 部

甲府地区広域行政
事務組合消防本部

南 ア ル プ ス 市
消 防 本 部

峡北広域行政事務
組 合 消 防 本 部

昭和町 （055）275-8412

南 部 町 (0556) 66-2111 身 延 町 (0556) 42-2111

南アルプス市 （055）282-6368(055-282-1111)

甲斐市 （055）278-1676(055-276-2111)

身 延 町 (0556) 42-2111
富 士 川

町
(0556) 22-1111 北 杜 市 (0551) 42-1111

中央市 （055）274-8519(055-274-1111)

早 川 町 (0556) 45-2511 市川三郷町 (055) 272-1101 甲 府 市 （055）237-5331(055-237-1161) 韮 崎 市 (0551) 22-1111

（0556）62-9063
（防） 9-368-7050

（055）240-4129
（防)9-340-7002

（055）224-1668
（防)9-208-7002

(0551）23-3066
(防)9-400-

身

延

支

所

水

防

支

部

峡

南

建

設

事

務

所

水
　
防
　
支
　
部

峡
南
建
設
事
務
所

水
　
防
　
支
　
部

中
北
建
設
事
務
所

峡

北

支

所

水

防

支

部

中

北

建

設

事

務

所

荒
川
ダ
ム
支
部

   （055）287-2006
  （防）9-220-1121

　(055) 232-1111
（防）9-220-1067

Ｆ Ｍ 富 士
　(055)228-6969
（防）9-220-1068

（防） 防災行政無線 （055）255-2148
（防）9-220-1058

Ｙ Ｂ Ｓ
　(055) 231-3000
（防）9-220-1066

Ｕ Ｔ Ｙ

警 察 本 部
警 備 第 二 課

無 線 電 話
（055）221-0110
（防）9-200-8797

オ ン ラ イ ン
Ｎ Ｈ Ｋ
甲 府 放 送 局

水 防 連 絡

防災情報提供システ
ム
（インターネット）
（注）

防 災 局
防 災 危 機 管 理 課 （055）223-1432

（防）9-200-2509・2510ＮＴＴ加入電話

(055) 272-1919 (055) 283-0119   (0551) 22-0119

（注）地域における防災気象情報の利用を促進し、気象災害による被害の防止・軽減に
より一層貢献するため、インターネットを活用したシステムにより県市町村や防災関係
機関等に提供している補助伝達手段である。

（055）222－1190

峡 南 広 域 行 政
組 合 消 防 本 部

甲府地区広域行政
事務組合消防本部

南 ア ル プ ス 市
消 防 本 部

峡北広域行政事務
組 合 消 防 本 部

昭和町 （055）275-8412

南 部 町 (0556) 66-2111 身 延 町 (0556) 42-2111

南アルプス市 （055）282-6368(055-282-1111)

甲斐市 （055）278-1676(055-276-2111)

身 延 町 (0556) 42-2111
富 士 川

町
(0556) 22-1111 北 杜 市 (0551) 42-1111

中央市 （055）274-8519(055-274-1111)

早 川 町 (0556) 45-2511 市川三郷町 (055) 272-1101 甲 府 市 （055）237-5331(055-237-1161) 韮 崎 市 (0551) 22-1111

（0556）62-9063
（防） 9-368-7050

（055）240-4129
（防)9-340-7002

（055）224-1668
（防)9-208-7002

(0551）23-3067
(防)9-400-7002

身

延

支

所

水

防

支

部

峡

南

建

設

事

務

所

水
　
防
　
支
　
部

峡
南
建
設
事
務
所

水
　
防
　
支
　
部

中
北
建
設
事
務
所

峡

北

支

所

水

防

支

部

中

北

建

設

事

務

所

荒
川
ダ
ム
支
部

   （055）287-2006
  （防）9-220-1121

　(055) 232-1111
（防）9-220-1067

Ｆ Ｍ 富 士
　(055)228-6969
（防）9-220-1068

（防） 防災行政無線 （055）255-2148
（防）9-220-1058

Ｙ Ｂ Ｓ
　(055) 231-3000
（防）9-220-1066

Ｕ Ｔ Ｙ

警 察 本 部
警 備 第 二 課

無 線 電 話
（055）221-0110
（防）9-200-8797

オ ン ラ イ ン
Ｎ Ｈ Ｋ
甲 府 放 送 局

水 防 連 絡

防災情報提供システ
ム
（インターネット）
（注）

防 災 局
防 災 危 機 管 理 課 （055）223-1432

（防）9-200-2509・2510ＮＴＴ加入電話
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127 

 

 

 

 

 

 

 

 

128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 国土交通省と気象庁が共同で行う洪水予報 

（１） 洪水予報を行う河川名及びその区域 

河川名 実施区域 
洪水予報基準
地点 

富士川 

（釜無川
を含む） 

左 岸 山梨県韮崎市水神一丁目 

4621番4地先 武田橋上流端から海まで 

右 岸 山梨県韮崎市神山町   鍋山字
釜無 河原218番169地先 武田橋 上流
端から海まで 

船 山 橋 

清 水 端 

南  部 

（略） 

（４）洪水予報の発表及び解除の基準 

種類 標題 発表基準 

「洪水警報

(発表)」又

は「洪水警

報」 

「氾濫発生情

報」又は「氾

濫発生情報（

氾濫水の予報 

）」 

・氾濫が発生したとき 

・氾濫が継続しているとき 

（新設） 

「氾濫危険情

報」 

・急激な水位上昇によりまもなく氾濫危険水

位を超え、さらに水位の上昇が見込まれる

とき※ 

・氾濫危険水位に到達したとき 

・氾濫危険水位を超える状態が継続している

とき 

（新設） 

 

６ 国土交通省と気象庁が共同で行う洪水予報 

（１） 洪水予報を行う河川名及びその区域 

河川名 実施区域 
洪水予報基
準地点 

富士川 

（釜無川
を含む） 

左 岸 山梨県韮崎市水神一丁目 

4621番4地先 武田橋上流端から海まで 

右 岸 山梨県韮崎市神山町大字鍋山字
釜無川河原       武田橋   
 から海まで 

船 山 橋 

清 水 端 

南  部 

（略） 

（４）洪水予報の発表及び解除の基準 

種類 標題 発表基準 

「洪水警報

(発表)」又

は「洪水警

報」 

「氾濫発生情

報」又は「氾

濫発生情報（

氾濫水の予報 

）」 

・氾濫が発生したとき 

・氾濫が継続しているとき 

・新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避難誘導

や救援活動等が必要とな る。災害がす

でに発生している状況で、命の危険があ

り直ちに身 の安全を確保する必要があ

るとされる警戒レベル５に相当。 

「氾濫危険情

報」 

・急激な水位上昇によりまもなく氾濫危険

水位を超え、さらに水位の上昇が見込ま

れるとき※ 

・氾濫危険水位に到達したとき 

・氾濫危険水位を超える状態が継続してい

るとき 

・いつ氾濫が発生してもおかしくない状況

、避難等の氾濫発生への 対応を求める

 

 

区域修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山梨県水

防計画修

正に伴う

修正 
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「氾濫警戒情

報」 

・氾濫危険水位に到達すると見込まれると

き 

・避難判断水位に到達し、氾濫危険水位に

到達すると見込まれるとき 

・避難判断水位に到達し、さらに水位の上

昇が見込まれるとき 

・氾濫危険情報を発表中に、氾濫危険水位を

下回ったとき（避難判断水位を下回った場

合を除く） 

・避難判断水位を超える状態が継続している

とき（水位の上昇の可能性がなくなった場

合を除く） 

（新設） 

「洪水注意

報(発表)」

又は 

「洪水注意

報」 

「氾濫注意情

報」 

・氾濫注意水位に到達し、さらに水位の上

昇が見込まれるとき 

・氾濫注意水位以上で、かつ避難判断水位

未満の状態が継続しているとき 

・避難判断水位に到達したが、水位の上昇

が見込まれないとき 

（新設） 

段階であり、避難指示の発令の判断の参

考とする。 危険な場所から避難する必

要があるとされる警戒レベル４に相当 

「氾濫警戒情

報」 

・氾濫危険水位に到達すると見込まれると

き 

・避難判断水位に到達し、氾濫危険水位に

到達すると見込まれるとき 

・避難判断水位に到達し、さらに水位の上

昇が見込まれるとき 

・氾濫危険情報を発表中に、氾濫危険水位

を下回ったとき（避難判断水位を下回っ

た場合を除く） 

・避難判断水位を超える状態が継続してい

るとき（水位の上昇の可能性がなくなっ

た場合を除く） 

・高齢者等避難の発令の判断の参考とする

。高齢者等が危険な場所 から避難する必

要があるとされる警戒レベル３に相当。 

「洪水注意

報(発表)」

又は 

「洪水注意

報」 

「氾濫注意情

報」 

・氾濫注意水位に到達し、さらに水位の上

昇が見込まれるとき 

・氾濫注意水位以上で、かつ避難判断水位

未満の状態が継続しているとき 

・避難判断水位に到達したが、水位の上昇

が見込まれないとき 

・ハザードマップによる災害リスクの再確

認等、避難に備え自らの 避難行動の確

認が必要とされる警戒レベル２に相当。 
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129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

(5) 洪水予報の伝達経路及び手段 

（略） 

(5) 洪水予報の伝達経路及び手段 

 

 

山梨県水

防計画修

正に伴う

修正 
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132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 
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133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 国土交通省が行う水防警報 

（１） 水防警報を行う河川名、区域 

○富士川水系 

河川名 区域 

富士川 

（釜無川を含む） 

左岸 山梨県韮崎市水神一丁目４６２１番4地

先武田橋から県境まで 

右岸 山梨県韮崎市神山町  鍋山字釜無 河

原218番169地先武田橋から県境まで 

支  川 

塩  川 

左岸 山梨県甲斐市大字宇津谷地先塩川橋から

幹川合流点まで 

右岸 山梨県韮崎市本町四丁目3125番  地先

塩川橋から幹川合流点まで 

支  川 

御勅使川 

左岸 山梨県韮崎市龍岡町下條南割字西原596

番11地先御勅使川橋から幹川合流点まで 

右岸 同県南アルプス市六科地先御勅川橋から

幹川合流点まで 

支  川 

笛 吹 川 

左岸 山梨県山梨市大字七日市場字上川窪1233

-1地先岩手橋から幹川合流点まで 

右岸 同県同市大字東字御堂渕453番地先岩手

橋から幹川合流点まで 

小 支 川 

重  川 

左岸 山梨県山梨市大字一町田中地先重川橋か

ら笛吹川合流点まで 

右岸 同県同市大字下石森地先重川橋から笛吹

川合流点まで 

小 支 川 

日  川 

左岸 山梨県笛吹市一宮町大字田中地先日川橋

から笛吹川合流点まで 

右岸 同県山梨市大字一町田中地先日川橋から

笛吹川合流点まで 

支  川 

早  川 

左岸 山梨県南巨摩郡身延町大字遅沢地先の早

川橋から幹川合流点まで 

右岸 同県同郡身延町大字粟倉地先早川橋から

幹川合流点まで 

８ 国土交通省が行う水防警報 

（１） 水防警報を行う河川名、区域 
○富士川水系 

河川名 区域 

富士川 

（釜無川を含む） 

左岸 山梨県韮崎市水神一丁目４６２１番 4 地 

先武田橋から県境まで 

右岸 山梨県韮崎市神山町大字鍋山字釜無川河 

原 21     武田橋から県境まで 

支  川 

塩  川 

左岸 山梨県甲斐市大字宇津谷地先塩川橋から

幹川合流点まで 

右岸 山梨県韮崎市        岩下地先

塩川橋から幹川合流点まで 

支  川 

御勅使川 

左岸 山梨県韮崎市龍岡町下條南割    地  

ああ地先御勅使川橋から幹川合流点まで 

右岸 同県南アルプス市六科地先御勅川橋から

幹川合流点まで 

支  川 

笛 吹 川 

左岸 山梨県山梨市大字七日市場字上川窪 1233 

-1 地先岩手橋から幹川合流点まで 

右岸 同県同市大字東字御堂渕 453 番地先岩手

橋から幹川合流点まで 

小 支 川 

重  川 

左岸 山梨県山梨市大字一町田中地先重川橋か

ら笛吹川合流点まで 

右岸 同県同市大字下石森地先重川橋から笛吹

川合流点まで 

小 支 川 

日  川 

左岸 山梨県笛吹市一宮町大字田中地先日川橋

から笛吹川合流点まで 

右岸 同県山梨市大字一町田中地先日川橋から

笛吹川合流点まで 

支  川 

早  川 

左岸 山梨県南巨摩郡身延町大字遅沢地先 早

川橋から幹川合流点まで 

右岸 同県同郡身延町大字粟倉地先早川橋から

幹川合流点まで 

 

関東地方

整備局修

正 
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134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137 

 

 

 

 

（３） 水防警報の伝達経路及び手段 

イ 水防警報連絡系統図（協力形） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

９ 山梨県が行う水防警報 

（１） 水防警報を行う河川名、区域 

（略） 

相模川 桂川 左岸 南都留郡山中湖村山中字梁尻１４２１番２
５地先から上野原市上野原字境川１４番地先まで 

右岸 南都留郡山中湖村山中字梁尻１４６５番１
地先から上野原市鶴島字廻り戸１３１番２地先ま
で 

 

（３） 水防警報の伝達経路及び手段 

イ 水防警報連絡系統図（協力形） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

９ 山梨県が行う水防警報 

（１） 水防警報を行う河川名、区域 

（略） 

相模川 桂川 左岸 南都留郡山中湖村山中字梁尻１４６５番１
５地先から上野原市上野原字境川１４番地先まで 

右岸 南都留郡山中湖村山中字梁尻１４６５番２
地先から上野原市鶴島字廻り戸１３１番２地先ま
で 

 

 

連絡系統

修正に伴

う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山梨県水

防計画修

正に伴う

修正 
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144 

 

 

 

 

 

 

145 

 

 

 

 

154 

 

 

 

 

 

 

 

宮川 左岸 富士吉田市松山字下水之入１８７７番  
８地先から富士吉田市富士見六丁目５９４４番１
地先まで 

右岸 富士吉田市上吉田字下り山４６２７番地先
から富士吉田市下吉田東四丁目４６９１番１地先
まで 

（略） 

１１ 県が行う水位到達情報の通知 

(1) 水位到達情報の通知を行う河川名、区域 

（略） 

相模川 桂川 左岸 南都留郡山中湖村山中字梁尻１４２１番２
５地先から上野原市上野原字境川１４番地先まで 

右岸 南都留郡山中湖村山中字梁尻１４６５番１
地先から上野原市鶴島字廻り戸１３１番２地先ま
で 

宮川 左岸 富士吉田市松山字下水之入１８７７番  
７地先から富士吉田市富士見六丁目５９４４番１
地先まで 

右岸 富士吉田市上吉田字下り山４６２７番地先
から富士吉田市下吉田東四丁目４６９１番１地先
まで 

（略） 

第７節 原子力災害応急対策 

１ 情報の収集及び連絡体制の確立 

(1) 警戒事態発生後 

 静岡県   内で震度６弱以上の地震が発生するなど原子力災害対策
指針に規定する警戒事態が発生した場合、県は、国、静岡県から、原子
力事業所の状況等に関する情報を収集し、必要に応じ、県内市町村等に
連絡する。 

（略） 

 

宮川 左岸 富士吉田市上吉田字下り山堀向４９０７番
５地先から富士吉田市富士見六丁目５９４４番１
地先まで 

右岸 富士吉田市上吉田字立石４９１９番２地先
から富士吉田市下吉田東四丁目４６９１番１地先
まで 

（略） 

１１ 県が行う水位到達情報の通知 

(1) 水位到達情報の通知を行う河川名、区域 

（略） 

相模川 桂川 左岸 南都留郡山中湖村山中字梁尻１４６５番１
地先から上野原市上野原字境川１４番地先まで 

右岸 南都留郡山中湖村山中字梁尻１４６５番２
地先から上野原市鶴島字廻り戸１３１番２地先ま
で 

宮川 左岸 富士吉田市上吉田字下り山堀向４９０７番
５地先から富士吉田市富士見六丁目５９４４番１
地先まで 

右岸 富士吉田市上吉田字立石４９１９番２地先
から富士吉田市下吉田東四丁目４６９１番１地先
まで 

（略） 

第７節 原子力災害応急対策 

１ 情報の収集及び連絡体制の確立 

(1) 警戒事態発生後 

 静岡県御前崎市で震度６弱以上の地震が発生するなど原子力災害対策
指針に規定する警戒事態が発生した場合、県は、国、静岡県から、原子
力事業所の状況等に関する情報を収集し、必要に応じ、県内市町村等に
連絡する。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山梨県水

防計画修

正に伴う

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力災

害対策指

針に沿っ

た修正 
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157 

 

 

 

 

 

 

 

 

162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８節 緊急輸送対策 

(3) 輸送カの確保 

オ 広域物資輸送拠点・地域内輸送拠点の確保 

県及び市町村は、状況に応じて人員の派遣等を行いながら、あらかじ
め指定された緊急輸送ネットワークの中から、県は広域物資輸送拠点
を、市町村は地域内輸送拠点を開設するとともに、その周知徹底を図る
ものとする。 

（新設） 

 

（略） 

第９節 交通対策 

４ 緊急通行車両の確認 

（２）緊急通行車両の確認 

（新設） 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８節 緊急輸送対策 

(3) 輸送カの確保 

オ 広域物資輸送拠点・地域内輸送拠点の確保 

県及び市町村は、状況に応じて人員の派遣等を行いながら、あらかじ
め指定された緊急輸送ネットワークの中から、県は広域物資輸送拠点
を、市町村は地域内輸送拠点を開設するとともに、その周知徹底を図る
ものとする。 

また、広域物資輸送拠点・地域内輸送拠点の効率的な運営を図るた
め、速やかに、運営に必要な人員や資機材等を運送事業者等と連携して
確保するよう努めるものとする。 
（略） 

第９節 交通対策 

４ 緊急通行車両の確認 

（２）緊急通行車両の確認 

ウ 緊急通行車両確認標章等の交付についての周知 

 県公安委員会及び県は、輸送協定を締結した民間事業者等の車両は、
あらかじめ緊急通行車両確認標章等の交付を受けることができることに
ついて、周知及び普及を図るものとする。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震部会

報告に伴

う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本

計画修正

に伴う修

正 
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165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

166 

 

 

 

 

 

167 

 

 

 

 

第１０節 災害救助法による救助 

２ 災害救助法の適用基準 

(2) 県内市町村適用基準―覧表(平27年国勢調査) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

５ 災害救助法による救助 

(1) 避難 

ウ 避難所設置の方法 

① 既存建物を応急的に整備して使用するが、適当な施設を得難いとき
は、野外に仮設物を又は天幕を借り上げ設置             

     する。 

（略） 
オ 費用 

１人１日当たり 340 円以内 

（略） 

(2) 応急仮設住宅の供与及び住宅の応急修理 

ア 応急仮設住宅の供与 

第１０節 災害救助法による救助 

２ 災害救助法の適用基準 

(2) 県内市町村適用基準―覧表(令和2年国勢調査) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

５ 災害救助法による救助 

(1) 避難 

ウ 避難所設置の方法 

① 既存建物を応急的に整備して使用するが、適当な施設を得難いとき
は、野外に移動可能な施設、車両等を設置することその他の適切な方法
により開設する。 

（略） 

オ 費用 

  １人１日当たり350円以内 

（略） 

(2) 応急仮設住宅の供与及び住宅の応急修理 

ア 応急仮設住宅の供与 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山梨県災

害救助法

施行細則

の改正に

伴う修正 
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167 

 

 

168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 費用 

設置に係る原材料費、労務費、付帯設備工事費、輸送費、建築事務費等

の一切の経費として、１戸当たり６７７万５千円以内の額とする。 

（略） 
(3) 炊き出しその他による食品の給与 

エ 費用 

１人１日 1,230 円以内(主食費、副食費、燃料費、雑費) 

（略） 

(4) 生活必需品の給与又は貸与 

ウ 給与(貸与)費用の限度額 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

(8) 障害物の除去 
イ 実施期間及び費用の限度額 

実施期間 費用の限度額 備       考 

災害発生の日

から 

10 日以内 

市町村内におい

て障害物の除去

を行った 1 世帯

当たりの平均が

138,700 円以内 

ロープ、スコップ等除去に必要な

機械器具の借上費、輸送費及び人

夫賃等 

（略） 

 

 

(c) 費用 

設置に係る原材料費、労務費、付帯設備工事費、輸送費、建築事務費等
の一切の経費として、１戸当たり６８８万３千円以内の額とする。 

（略） 
(3) 炊き出しその他による食品の給与 

エ 費用 

１人１日 1,330 円以内(主食費、副食費、燃料費、雑費) 

（略） 

(4) 生活必需品の給与又は貸与 

ウ 給与(貸与)費用の限度額 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

(8) 障害物の除去 
イ 実施期間及び費用の限度額 

実施期間 費用の限度額 備       考 

災害発生の日

から 

10 日以内 

市町村内におい

て障害物の除去

を行った 1 世帯

当たりの平均が

140,000 円以内 

ロープ、スコップ等除去に必要な

機械器具の借上費、輸送費及び人

夫賃等 

（略） 

 

 

 

山梨県災

害救助法

施行細則

の改正に

伴う修正 
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170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 死体の処理 

エ 死体処理に要する費用の限度 

区  

分 

限  度  条  件 

洗 浄 、

縫 合 、

消毒 

死体１体当り 3,500 円以内 

死 体 の

一 時 保

存 

既存建物利用の場合は、通常の借上料 

既存建物が利用できない場合、借上料１体当り 5,500 円以

内 

検 案 の

費用 

救護班の活動として行われる場合は費用を必要としない

が、救護班でない場合はその地域の慣行料金とする。 

（略） 
(11) 死体の埋葬 

エ 費用の限度額 

大人(12 才以上) 小人(12 才未満) 備    考 

１体当り 219,100

円以内 

１体当り 175,200 円以

内 

棺、骨壷、火葬代、人

夫賃、輸送費を含む 

（略） 

(12) 教科書等学用品の給与 
イ 給与の品目、期間及び費用 

品 目 期   間 費用の限度額 

教科書・

教材 

災害発生の日から１

ヵ月以内 

教育委員会届出又はその承認を受

けて使用している教材実費（小学

校児童及び中学校生徒） 

正規の授業で使用する教材実費

（高等学校等生徒） 

文房具 災害発生の日から 15

日以内 

小学校児童 

１人当たり 4,800 円以内 

(10) 死体の処理 

エ 死体処理に要する費用の限度 

区  

分 

限  度  条  件 

洗 浄 、

縫 合 、

消毒 

死体１体当り 3,600 円以内 

死 体 の

一 時 保

存 

既存建物利用の場合は、通常の借上料 

既存建物が利用できない場合、借上料１体当り 5,700 円以

内 

検 案 の

費用 

救護班の活動として行われる場合は費用を必要としない

が、救護班でない場合はその地域の慣行料金とする。 

（略） 
(11) 死体の埋葬 

エ 費用の限度額 

大人(12 才以上) 小人(12 才未満) 備    考 

１体当り 226,100

円以内 

１体当り 180,800 円以

内 

棺、骨壷、火葬代、人

夫賃、輸送費を含む 

（略） 

(12) 教科書等学用品の給与 
イ 給与の品目、期間及び費用 

品 目 期   間 費用の限度額 

教科書・

教材 

災害発生の日から１

ヵ月以内 

教育委員会届出又はその承認を受

けて使用している教材実費（小学

校児童及び中学校生徒） 

正規の授業で使用する教材実費

（高等学校等生徒） 

文房具 災害発生の日から 15

日以内 

小学校児童 

１人当たり 5,200 円以内 

 

山梨県災

害救助法

施行細則

の改正に

伴う修正 
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172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通学用品 災害発生の日から 15

日以内 

中学校生徒 

１人当たり 5,100 円以内 

高等学校等生徒 

１人当たり 5,600 円以内 

（略） 

第１１節 避難、救援対策 

(3) 市町村の避難計画 

（略） 

イ 避難所の選定基準等 

市町村は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、新型コロナ
ウイルス感染症を含む感染症対策等を踏まえ、公共的施設等を対象に、
その施設の管理者の同意を得た上で、災害の危険が切迫した緊急時にお
いて避難者の安全が確保される「指定緊急避難場所」及び避難生活を送
るための「指定避難所」について、必要な数、規模の施設等をあらかじ
め指定し、平常時から、指定避難所の場所、収容人数        
   等について、住民への周知徹底を図るものとする。また、災害時
に指定避難所の開設状況や混雑状況等を周知することも想定し、ホーム
ページやアプリケーション等の多様な手段の整備に努めるものとする。 

（略） 

○ 指定避難所 

被災者が一定期間滞在する場であり、円滑な救援活動を実施し、また
一定の生活環境を確保するため、公共施設等のうち市町村長が指定する
もの。 
・指定避難所における被災者の 1 人当りの必要面積は、2 ㎡以上とす

る。 

（略） 

・災害が発生した場合において、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊
産婦等の要配慮者が、相談等の必要な生活支援が受けられるなど、安心
して生活ができる体制が整備され、主として要配慮者を滞在させるため
に必要な居室が可能な限り確保された施設を福祉避難所として指定して
おくこととする。特に、要配慮者に対して円滑な情報伝達ができるよ
う、多様な情報伝達手段の確保に努めるものとする。 

 

通学用品 災害発生の日から 15

日以内 

中学校生徒 

１人当たり 5,500 円以内 

高等学校等生徒 

１人当たり 6,000 円以内 

（略） 

第１１節 避難、救援対策 

(3) 市町村の避難計画 

（略） 

イ 避難所の選定基準等 

市町村は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、     
          感染症対策等を踏まえ、公共的施設等を対象に、
その施設の管理者の同意を得た上で、災害の危険が切迫した緊急時にお
いて避難者の安全が確保される「指定緊急避難場所」及び避難生活を送
るための「指定避難所」について、必要な数、規模の施設等をあらかじ
め指定し、平常時から、指定避難所の場所、収容人数、家庭動物の受入
れ方法等について、住民への周知徹底を図るものとする。また、災害時
に指定避難所の開設状況や混雑状況等を周知することも想定し、ホーム
ページやアプリケーション等の多様な手段の整備に努めるものとする。 

（略） 

○ 指定避難所 

被災者が一定期間滞在する場であり、円滑な救援活動を実施し、また
一定の生活環境を確保するため、公共施設等のうち市町村長が指定する
もの。 

・指定避難所における被災者の1人当りの必要面積は、3.5㎡以上とす
る。 

（略） 

・災害が発生した場合において、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊
産婦等の要配慮者が、相談等の必要な生活支援が受けられるなど、安心
して生活ができる体制が整備され、主として要配慮者を滞在させるため
に必要な居室が可能な限り確保された施設を福祉避難所として指定して
おくこととする。特に、要配慮者に対して円滑な情報伝達ができるよ
う、多様な情報伝達手段の確保に努めるものとする。 
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避難生活

における
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173 

 

 

 

 

173 

 

 

 

173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174 

 

 

 

（新設） 

・市町村は、福祉避難所の施設の情報（施設の名称、場所、特定した受
入対象者、収容可能人数、提供可能な支援内容、設備内容等）や 

避難方 

（略） 

ウ 避難所の整備  

（新設） 

・市町村は、指定避難所となる施設については、良好な生活環境を確保
するために、あらかじめ避難所内の空間配置図、レイアウト図などの 
施 

・指定避難所における貯水槽、井戸、     、仮設トイレ、マンホ
ールトイレ、マット、非常用電源、ガス設備、衛星携帯電話     
              等の通信機器等の他、空調、洋式トイレ
など、要配慮者にも配慮した施設・設備の整備に努めるとともに、避難
者による災害情報の入手に資するテレビ、ラジオ等の機器の整備を図る
ものとする。特に、非常用電源の整備に当たっては、再生可能エネルギ
ーの活用を図るものとする。また、必要に応じ指定避難所の電力容量の
拡大に努めるものとする。 

（略） 

・市町村は、指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保
し、食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、常備薬、マスク、消毒
液、段ボールベッド、パーティション、炊き出し用具、毛布等避難生活
に必要な物資や新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策に必要な物
資等の備蓄に努めるものとする。また、備蓄品の調達にあたっては、要
配慮者、女性、子供にも配慮するものとする。 

（略） 

オ 避難所の運営管理 

（略） 

・指定避難所における生活環境が常に良好なものであるように努める。
そのため、                           
                   食事供与の状況、トイレの設
置状況等の把握に努め、必要な対策を講じる。また、避難の長期化等必
要に応じて、プライバシー確保保護、段ボールベッド、パーティション

・市町村は、福祉避難所の施設の情報（施設の名称、場所、特定した受
入対象者、収容可能人数、提供可能な支援内容、設備内容等）や避難方
法について、ホームページ上に公開したり、福祉団体・福祉事業所・医
療機関とも連携を図ったりするなど、要配慮者やその家族を含む地域住
民に対し周知に努めるものとする 

（略） 

ウ 避難所の整備  

・市町村は、指定避難所となる施設については、良好な生活環境を確保
するために、あらかじめ避難所内の空間配置図、レイアウト図などの施
設の利用計画を作成するよう努めるものとする。また、必要に応じ、換
気、照明等の施設の整備に努めるものとする 

・指定避難所における貯水槽、井戸、給水タンク、仮設トイレ、マンホ
ールトイレ、マット、非常用電源、ガス設備、衛星携帯電話・衛星通信
を活用したインターネット機器等の通信機器等の他、空調、洋式トイレ
など、要配慮者にも配慮した施設・設備の整備に努めるとともに、避難
者による災害情報の入手に資するテレビ、ラジオ等の機器の整備を図る
ものとする。特に、非常用電源の整備に当たっては、再生可能エネルギ
ーの活用を図るものとする。また、必要に応じ指定避難所の電力容量の
拡大に努めるものとする。 

（略） 

・市町村は、指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保
し、食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、常備薬、マスク、消毒
液、段ボールベッド、パーティション、炊き出し用具、毛布等避難生活
に必要な物資や               感染症対策に必要な物
資等の備蓄に努めるものとする。また、備蓄品の調達にあたっては、要
配慮者、女性、子供にも配慮するものとする。 

（略） 

オ 避難所の運営管理 

（略） 
・指定避難所における生活環境が常に良好なものであるように努める。

そのため、避難所開設当初からパーティションや段ボールベッド等の簡

易ベッドを設置するよう努めるとともに、食事供与の状況、トイレの設

置状況等の把握に努め、必要な対策を講じる。また、避難の長期化等必

要に応じて、プライバシー確保保護、簡易ベッドああ２２２２２２  ２                         

地震部会

報告に伴

う修正 

 

 

 

 

防災基本

計画修正

に伴う修

正 

 

防災基本

計画修正

に伴う修

正 

 

 

 

 

防災基本

計画修正

に伴う修

正 

 

 

 

 

 

地震部会

報告に伴

う修正 
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174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等の活用状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医 

師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回、暑さ寒さ対策の必要
性、食糧の確保、配食等の状況、し尿及びゴミの処理状況など、避難者
の健康状態や栄養状態の把握に努め、                              
                                                                
    必要な措置を講じるよう努める。 

また                                          避難所における家
庭動物のための   スペースの確保 に努める            
                               
 。 
 

・市町村は、指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染
症対策のため、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペ
ースの確保、適切な避難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努め
るものとする。 

（略） 

・市町村は、指定避難所等における女性や子供等に対する性暴力・ＤＶ
の発生を防止するため、女性用と男性用のトイレを離れた場所に設置す
る、トイレ・更衣室・入浴施設等は昼夜問わず安心して使用できる場所
に設置する、照明を増設する、性暴力・ＤＶについての注意喚起のため
のポスターを掲載するなど、女性や子供等の安全に配慮するよう努める
ものとする。また、警察、病院、女性支援団体との連携の下、被害者へ
の相談窓口情報の提供を行うよう努めるものとする。 

（新設） 

 

 

（新設） 

 
 

（略） 

・県は、被災市町村へ避難所運営の応援職員を派遣する仕組みを整え
る。 

 

等の活用状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医

師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回、暑さ寒さ対策の必要

性、食糧の確保、配食等の状況、し尿及びゴミの処理状況など、避難者

の健康状態や衛生状態の把握に努め、栄養バランスのとれた適温の食事

や、入浴、洗濯等の生活に必要となる水の確保、福祉的な支援の実施な

ど、必要な措置を講じるよう努める。 

さらに、必要に応じ、被災者支援等の観点から指定避難所における家

庭動物のための避難スペースの確保等に努めるとともに、獣医師会や動

物取扱業者等から必要な支援が受けられるよう、連携に努めるものとす

る。 

・市町村は、指定避難所における               感染
症対策のため、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペ
ースの確保、適切な避難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努め
るものとする。 

（略） 

・市町村は、指定避難所等における女性や子供等に対する性暴力・ＤＶ
の発生を防止するため、女性用と男性用のトイレを離れた場所に設置す
る、トイレ・更衣室・入浴施設等は昼夜問わず安心して使用できる場所
に設置する、照明を増設する、性暴力・ＤＶについての注意喚起のため
のポスターを掲載するなど、女性や子供等の安全に配慮するよう努める
ものとする。また、警察、病院、女性支援団体との連携の下、被害者へ
の相談窓口情報の提供を行うよう努めるものとする。 
・市町村は、指定緊急避難場所や避難所に家庭動物と同行避難した被災

者について、適切に受け入れるとともに、避難所等における家庭動物の

受入状況を含む避難状況等の把握に努めるものとする。  

・市町村は、指定避難所等の生活環境を確保するため、必要に応じ、仮
設トイレやマンホールトイレを早期に設置するとともに、簡易トイレ、
トイレカー、トイレトレーラー等のより快適なトイレの設置に配慮する
よう努めるものとする。被災地の衛生状態の保持のため、清掃、し尿処
理、生活ごみの収集処理等についても必要な措置を講ずるものとする。 

（略） 

・県は、被災市町村へ避難所運営の応援職員を派遣する仕組みを整え
る。 
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175 

 

 

 

175 

 

 

 

175 

 

 

 

 

 

179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（略） 

 

３ 医療対策 

＜医療機関の医療救護体制＞ 
(ｲ)地域災害拠点病院  
医療圏ごとに１～２病院を指定 
 ①市立甲府病院 ②山梨厚生病院 ③笛吹中央病院 ④富士川病院 ⑤白 
根徳洲会病院 ⑥韮崎市立病院 ⑦富士吉田市立病院 ⑧大月市立中央病 
院 ⑨都留市立病院            
（略） 

(ｱ)基幹災害支援病院 
①山梨大学医学部附属病院 

②山梨赤十字病院 

（略） 

・市町村（都道府県）は、保健師、福祉関係者、ＮＰＯ等の様々な主体
が地域の実情に応じて実施している状況把握の取組を円滑に行うことが
できるよう事前に実施主体間の調整を行うとともに、状況把握が必要な
対象者や優先順位付け、個人情報の利用目的や共有範囲について、あら
かじめ、検討するよう努めるものとする。 

・市町村（都道府県）は、在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみ
で避難者等を受け入れることが困難となる場合に備えて、あらかじめ、
地域の実情に応じ、在宅避難者等が利用しやすい場所に在宅避難者等の
支援のための拠点を設置すること等、在宅避難者等の支援方策を検討す
るよう努めるものとする。 

・市町村（都道府県）は、やむを得ず車中泊により避難生活を送る避難
者が発生する場合に備えて、あらかじめ、地域の実情に応じ、車中泊避
難を行うためのスペースを設置すること等、車中泊避難者の支援方策を
検討するよう努めるものとする。その際、車中泊を行うに当たっての健
康上の留意点等の広報や車中泊避難者の支援に必要な物資の備蓄に努め
るものとする。 

（略） 

 

３ 医療対策 

＜医療機関の医療救護体制＞ 
(ｲ)地域災害拠点病院  
医療圏ごとに１～２病院を指定 
 ①市立甲府病院 ②山梨厚生病院 ③笛吹中央病院 ④富士川病院 ⑤白
根徳洲会病院 ⑥韮崎市立病院 ⑦富士吉田市立病院 ⑧大月市立中央病
院 ⑨都留市立病院 ⑩山梨大学医学部附属病院 
（略） 

(ｱ)基幹災害支援病院  

        

山梨赤十字病院 

（略） 

防災基本
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◇　地域災害支援病院

電話
衛星携帯電話

FAX

独立行政法人国立病院機構　甲府病院 甲府市天神町11-35

独立行政法人地域医療機能推進機構　山梨病院 甲府市朝日3-8-31

甲府共立病院 甲府市宝

貢川整形外科病院 甲府市新田町10-26

武川病院 昭和町飯喰1227

三枝病院 甲斐市竜王新町1440

赤坂台病院 甲斐市竜王新町2150 

竜王ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 甲斐市万才287

高原病院 南アルプス市荊沢255

巨摩共立病院 南アルプス市桃園340

宮川病院 南アルプス市上今諏訪1750

北杜市立塩川病院 北杜市須玉町藤田773 

北杜市立甲陽病院 北杜市長坂町大八田3954

恵信韮崎病院 韮崎市一ツ谷1865-1 

加納岩総合病院 山梨市上神内川1309

塩山市民病院 甲州市塩山西広門田433-1

甲州市立勝沼病院 甲州市勝沼町勝沼950

山梨市立牧丘病院 山梨市牧丘町窪平302-2 

富士温泉病院 笛吹市春日居町小松1177 

甲州ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 笛吹市石和町四日市場2031

石和温泉病院 笛吹市石和町八田330-5

石和共立病院 笛吹市石和町広瀬623 

一宮温泉病院 笛吹市一宮町坪井1745

峡南医療ｾﾝﾀｰ企業団　市川三郷病院 市川三郷町市川大門428-1 

飯富病院 身延町飯富1628 

身延山病院 身延町梅平2483 

峡南病院 富士川町鰍沢1806 

しもべ病院 身延町下部1063

上野原市立病院 上野原市上野原3504-3
富
士

東
部

病院名等

中
北

峡
南

甲
府

峡
東
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193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 生活必需物資等の救援対策 

被災者の生活の維持のために必要な             生活
必需品等を    調達・確保し、ニーズに応じて供給 配分を行える
よう、県、市町村及び関係機関は その備蓄する物資・資機材の供給に
関し                              
         相互に協力するよう努める。 

なお、被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化すること
を踏まえ、時宣を得た物資の調達に留意する     。また、空調器
具や                     燃料       
             など    実情を考慮するとともに、要
配慮者  ニーズや 男女のニーズの違いに配慮する     。 

 

(1) 実施機関 

（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

６ 生活必需物資等の救援対策 

被災者の生活の維持のため必要な食料、飲料水、燃料、毛布等の生活
必需品等を効率的に調達・確保し、ニーズに応じて供給・分配を行える
よう、県、市町村及び関係機関は、その備蓄する物資・資機材の供給や
物資の調達・輸送に関し、物資調達・輸送調整等支援システム等を活用
し情報共有を図り、相互に協力するよう努める。 

なお、被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化すること
を踏まえ、時宜を得た物資の調達に留意するものとする。また、避難所
における冷暖房器具、感染症拡大防止に必要な物資、燃料、家庭動物の
飼養に関する資材等も含めるなど被災地の実情を考慮するとともに、要
配慮者等のニーズや、男女のニーズの違いに配慮するものとする。 

 

(1) 実施機関 

（略） 

カ 県及び市町村は、大規模な災害が発生した場合の被害及び外部支援
の時期を想定し、孤立が想定されるなど地域の地理的条件や過去の災
害等を踏まえ、必要とされる食料、飲料水、生活必需品、燃料、ブル
ーシート、土のう袋その他の物資についてあらかじめ備蓄・調達・輸
送体制を整備し、それら必要な物資の供給のための計画を定めておく
とともに、物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、あらかじ
め、備蓄物資や物資拠点の登録に努めるものとする。特に、交通の途
絶等により地域が孤立した場合でも食料・飲料水・医薬品等の救援物
資の緊急輸送が可能となるよう、無人航空機等の輸送手段の確保に努
める。 

キ 県及び市町村は、備蓄を行うに当たって、大規模な災害が発生した
場合には、物資の調達や輸送が平常時のようには実施できないという
認識に立って、初期の対応に十分な量の物資を備蓄するほか、物資の
性格に応じ、集中備蓄又は指定避難所の位置を勘案した分散備蓄を行
うなどの観点に対しても配慮するとともに、備蓄拠点を設けるなど、
体制の整備に努めるものとする。 

ク 県及び市町村は、平時から、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運
送手段の確認を行うとともに、災害協定を締結した民間事業者等の発
災時の連絡先、要請手続等の確認を行うよう努めるものとする。 

 

 

地震部会

報告に伴

う修正 

 

 

防災基本

計画修正

に伴う修

正 

 

 

 

 

 

地震部会

報告に伴

う修正 
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195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 飲料水確保対策 

災害時における飲料水確保対策 

 

（略） 

１０ 石綿飛散防止対策 

                               県
は 建築物等の解体等による石綿の飛散を防止するため、必要に応じ
て、事業者等に対し、大気汚染防止法に基づき適切に解体等を行うよう
指導・助言する               。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 飲料水確保対策 

災害時における飲料水確保対策 

（略） 

１０ 石綿飛散防止対策 

山梨県災害時における石綿飛散防止に係る対応マニュアルに基づき、県
は、建築物等の解体等による石綿の飛散を防止するため、必要に応じ
て、事業者等に対し、大気汚染防止法に基づき適切に解体等を行うよう
指導・助言するとともに、環境モニタリングを行う。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道法の

所管移管

に伴う修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石綿飛散

防止に係

る対応マ

ニュアル

に沿った

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土

交通省

・福祉保健部

衛生薬務課

・県土整備部

下水道室

保健所 市町村
水道事業体

・用水供給事業

・上水道事業

・簡易水道事業

専用水道設置者

小規模水道設置者

飲用井戸等所有者

協定企業

・被災状況の報告

・他の都道府県等

に対する支援要請

・被害状況の把握

・緊急時の資材等の

備蓄状況の把握

・全県下の相互

応援の連絡調整

・管内市町村の緊急時

の資材等の備蓄状況

の把握

・管内市町村間の相互

支援の連絡調整及び

指導

・被害状況の把握、県

への報告

・緊急給水及び復旧工

事の実施

・市町村内で対応が困

難な場合、応急給水

及び災害復旧支援の

要請

・協力要請に基づく配車手配及び応急給水
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198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１２節廃棄物処理対策 

表1.1 災害廃棄物処理における役割分担 

 

第１２節廃棄物処理対策 

表1.1 災害廃棄物処理における役割分担 

 

山梨県災

害廃棄物

処理計画

に沿った

修正 
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199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表1.1 災害廃棄物処理における役割分担 

●市町村等の役割 

・災害廃棄物は              一般廃棄物であるた

め、主体となり処理を実施 

●県の役割 

・被災市町村等に対する災害廃棄物の処理に係る技術的支援 

・県内における処理全体の進捗管理 

・市町村単独での処理が困難な場合、地方自治法に基づく事務委託を

受けて災害廃棄物を処理 

（略） 

 表1.2 災害時に発生する廃棄物 

種 類 内 容 

生活ごみ 家庭から排出される生活ごみや粗大ごみ 

避難所ご

み 

避難所から排出される生活ごみ（容器包装ごみ、ダンボ

ールなど） 

し尿 仮設トイレ等からの汲み取りし尿０        ０

９     ０ 

災害廃棄

物 

災害により家具や家電等の家財が廃棄物となった「片づ

けごみ」と損壊家屋の撤去等に伴い排出される「解体廃

棄物」 

出典：「災害廃棄物対策指針」 

 
表１.３ 災害廃棄物の種類 

種  類 内  容 

可燃物/可燃系

混合物 

繊維類、紙、木くず、プラスチック等が混在した可

燃系廃棄物 

木くず 柱・はり・壁材などの廃木材 

畳・布団 被災家屋から排出される畳・布団であり、被害を受

け使用できなくなったもの 

表1.1 災害廃棄物処理における役割分担 

●市町村等の役割 

・災害廃棄物は、自然災害に起因して発生する 一般廃棄物であるた

め、主体となり処理を実施 

●県の役割 

・被災市町村等に対する災害廃棄物の処理に係る技術的支援 

・県内における処理全体の進捗管理 

・市町村単独での処理が困難な場合、地方自治法に基づく事務委託を

受けて災害廃棄物を処理 

（略）  

表1.2 災害時に発生する廃棄物 

種 類 内 容 

生活ごみ 家庭から排出される生活      あ  

避難所ご

み 

避難所から排出される  ごみああ        ４ 

     ー 

し尿 仮設トイレ等からの汲み取りし尿、災害に伴って便槽に

流入した汚水 

災害廃棄

物 

住民が自宅内にある被災したものを片付ける際に排出さ

れる片付けごみと、損壊家屋の撤去等に伴い排出される

廃棄物 

出典：「災害廃棄物対策指針」 

 
表１.３ 災害廃棄物の種類 

種  類 内  容 

可燃物/可燃系

混合物 

繊維類、紙、木くず、プラスチック等が混在した可

燃系廃棄物 

木くず 柱・はり・壁材などの廃木材 

畳・布団 被災家屋から排出される畳・布団であり、被害を受

け使用できなくなったもの 

山梨県災

害廃棄物

処理計画

に沿った

修正 
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200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不燃物/不燃系

混合物 

分別することができない細かなコンクリートや木く

ず、プラスチック、ガラス、土砂などが混在し、概

ね不燃性の廃棄物 

コンクリートが

ら等 

コンクリート片やコンクリートブロック、アスファ

ルトくず等 

金属くず 鉄骨や鉄筋、アルミ材等 

廃家電 被災家屋から排出される家電４品目（テレビ、洗濯

機・衣類乾燥機、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫）で、

災害により被害を受け使用できなくなったもの 

※ リサイクル可能なものは家電リサイクル法によ

り再資源化する。 

小型家電/その

他家電  

被災家屋から排出される家電４品目以外の家電製品

で、災害により被害を受け使用できなくなったもの 

腐敗性廃棄物 被災冷蔵庫等から排出される水産物、食品等あああ  

  や飼肥料工場等から発生する原料及び製品など 

 

有害廃棄物/危

険物 

石綿含有廃棄物、ＰＣＢ廃棄物、感染性廃棄物、化

学物質、フロン類あ             あ  

８                等の有害物

質、医薬品類及び農薬類の有害廃棄物、太陽光パネ

ル、蓄電池、消火器、ボンベ類などの危険物等 

廃自動車等 自然災害により被害を受け使用できなくなった自動

車等あ        あ        

※リサイクル可能なものは自動車リサイクル法に 

より再資源化を行う。 

※処理するためには所有者の意思確認が必要とな 

るため、                  警

察等と協議する。 

不燃物/不燃系

混合物 

分別することができない細かなコンクリートや木く

ず、プラスチック、ガラス、土砂などが混在し、概

ね不燃性の廃棄物 

コンクリートが

ら等 

コンクリート片やコンクリートブロック、アスファ

ルトくずなど 

金属くず 鉄骨や鉄筋、アルミ材等 

廃家電 被災家屋から排出される家電４品目（テレビ、洗濯

機・衣類乾燥機、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫）で、

災害により被害を受け使用できなくなったもの 

※ リサイクル可能なものは家電リサイクル法によ

り再資源化する。 

小型家電/その

他家電 

被災家屋から排出される家電４品目以外の家電製品

で、災害により被害を受け使用できなくなったもの 

腐敗性廃棄物 被災冷蔵庫等から排出される水産物、食品、水産加

工場や飼肥料工場等から発生する原料及び製品など 

 

有害廃棄物/危

険物 

石綿含有廃棄物、ＰＣＢ、感染性廃棄物、化学物

質、フロン類・CCA（クロム銅砒素系木材保存材使

用廃棄物）・テトラクロロエチレン等の有害物

質、医薬品類及び農薬類の有害廃棄物。太陽光パ

ネル、蓄電池、消火器、ボンベ類などの危険物等 

廃自動車等 自然災害により被害を受け使用できなくなった自

動車、自動二輪、原付自動車 

※リサイクル可能なものは自動車リサイクル法に

より再資源化を行う。 

※処理するためには所有者の意思確認が必要とな

る。仮置き場等での保管方法や期間については警

察等と協議する。 

山梨県災

害廃棄物

処理計画

に沿った

修正 
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200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他適正処理 

困難物 

ピアノ、マットレスあ            あ 

あ      あ、石こうボード等あ    あ 

出典：「災害廃棄物対策指針」 

（略） 

２ 平時の廃棄物処理対策 

（２）協力・支援体制の整備 

・県及び市町村は、災害廃棄物の処理について、県内における協力・ 
支援体制を整備するとともに、大規模 災害      には、県域を
越えた        処理も想定されるため、平時のうちから広域あ
な相互協力体制についても充実を図る。 

ア 県内における協力・支援体制 

市町村は、平時から、近隣市町村等と廃棄物の処理に関する災害支援
協定の締結に努める。 

 県は、平時から、市町村の災害廃棄物処理計画の内容を把握し、県の
災害廃棄物処理計画と整合が図られるよう助言・支援するとともに、市
町村の災害廃棄物処理体制の整備に有用な情報を適宜市町村に提供す
る。 
（新設） 

 

 

 

イ 民間事業者との協力体制 

県及び市町村は、発災時のスムーズな災害廃棄物処理に繋げるため、
平時から民間事業者団体等と協定を締結し、協力体制を整備する。現
在、県が災害廃棄物の処理及び障害物の除去について、関係団体と締結
している協定における協力体制を図2.2に示す。 

ウ 広域的な相互協力体制 

（略） 
（４）災害廃棄物発生量の推計 

・市町村は、次の事項を踏まえ、次に示す災害種別ごとの災害廃棄物の
推計方法（地震は、表2.1、水害は表2.2）を基に災害廃棄物発生量を把

その他適正処理 

困難物 

ピアノ、マットレスなどの地方公共団体の施設で

は処理が困難なもの、石こうボード、廃船舶など 

出典：「災害廃棄物対策指針」 

（略） 

２ 平時の廃棄物処理対策 

（２）支援・協力体制の整備 

・県及び市町村等は、災害廃棄物の処理について、県内における支援・
協力体制を整備するとともに、大規模な災害が発生した時には、県域を
越えた広域的な支援要請も想定されるため、平時   から広域的な支
援・協力体制を整備する必要がある。 

ア 災害廃棄物処理計画改定等に対する支援 

市町村は、平時から、近隣市町村等と廃棄物の処理に関する災害支援
協定の締結に努める。 

県は、平時から、市町村等の災害廃棄物処理計画の内容を把握し、県
の災害廃棄物処理計画と整合が図られるよう助言・支援するとともに、
市町村等が行う災害廃棄物処理対策に対する技術的な支援を行う。 

イ 県内における相互支援体制 

 市町村等は、山梨県災害廃棄物等の処理に関する相互支援協定に基づ
き、区域内の災害廃棄物渡欧の適正処理が困難になった市町村等に対し
て、県及びその他の市町村等は、その円滑な処理を確保するために相互
支援を行う。また、県及び市町村等は相互支援が円滑に行われるよう、
訓練等を通じて連携強化を図る。 

ウ 民間事業者との協力体制 

県及び市町村等は、発災時の迅速な災害廃棄物処理に繋げるため、平
時から民間事業者団体等と協定を締結し、協力体制を整備する。現在、
県が災害廃棄物の処理及び障害物の除去について、関係団体と締結して
いる協定における協力体制を図2.2に示す。 

エ 広域的な相互協力体制 

（略） 
（４）災害廃棄物発生量の推計 

・市町村は、次に示す災害廃棄物の推計方法を参考に、災害廃棄物発生
量の推計を行う。 

 

 

 

 

山梨県災

害廃棄物

処理計画
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握し、処分方法を検討する。 

 
表２.１ 災害廃棄物の発生量の推計方法【地震 】 

  
 

表２．１ 災害廃棄物の発生量の推計方法【全体量】 
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202 

 

 

 

 

 

 

 

 

204 

 

 

 

 

 

 

206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 
（略） 

３ 発災後の災害廃棄物対応（初動対応） 

（１）組織体制の確立 

・県及び被災市町村は職員の安否情報、参集（見込）状況を踏まえ、平

時に定めた組織体制、指揮命令系統、情報収集、連絡体制を確立する。 

・県は、県災害対策本部にて廃棄物処理に係る体制（「統括部 建築物・

廃棄物対策班」、「環境・エネルギー部 環境整備班」、「地方連絡本部 林

務環境事務所」）を整備する。 

（略） 

４ 発災後の災害廃棄物対応（応急対応） 

（１）災害廃棄物の処分方法   

・災害廃棄物は、種類や性状に応じて、破砕、選別、焼却等の中間処理

を行い、再生利用及び最終処分を行う。 

・被災市町村は、災害廃棄物の処理はスピード（処理期間）と費用、リ

サイクルのバランスに留意し、総合的に処分方法を検討する。 

（略） 

（３）環境対策・モニタリング 

・被災市町村は、地域住民の生活環境への影響を防止するために、大気

質、騒音、振動、臭気、水質等のモニタリングを行い、被災後の状況を

確認し、住民等へ情報の提供を行う。 

（略） 

表２．２ 災害廃棄物の発生量の推計方法【片付けごみ発生量のみ】 

（略） 
３ 発災後の災害廃棄物対応（初動対応） 

（１）組織体制の確立 

・県及び  市町村等は職員の安否情報、参集（見込）状況を踏まえ、平 

時に定めた組織体制、指揮命令系統、情報収集、連絡体制を確立する。 

・県は、県災害対策本部にて廃棄物処理に係る体制（「統括部 建築物・

廃棄物対策班」、「環境・エネルギー部 環境整備班」、「地方連絡本部 林

務環境事務所」）を整備する。 
（略） 
４ 発災後の災害廃棄物対応（応急対応） 

（１）災害廃棄物の処理方法 

・災害廃棄物は、種類や性状に応じて、破砕、選別、焼却等の中間処理

を行い、再生利用及び最終処分を行う。 

・被災市町村は、災害廃棄物の処理はスピード（処理期間）と費用、リ

サイクルのバランスに留意し、総合的に処理方法を検討する。 
（略） 

（３）環境対策・モニタリング 

・被災市町村は、地域住民の生活環境への影響を防止するために、大気

気、騒音、振動、臭気、水質等のモニタリングを行い、被災後の状況を

確認し、住民等へ情報の提供を行う。 

（略） 

山梨県災

害廃棄物

処理計画

に沿った
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市町村等一般廃棄物処理施設一覧表 

 

 

 

市町村等一般廃棄物処理施設一覧表 山梨県災

害廃棄物

処理計画
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修正 
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212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213 

 

 

 

 

 

 

 

第１３節 生活関連事業等の応急対策 
３ 一般ガス導管事業施設応急保安対策 

(1) 一般ガス導管事業者の名称、所在地、供給区域等 

 東京ガス山梨株式会社 吉田ガス株式会社 

(1) 所在地 

   事務所 

   工 場 

甲府市北口三丁目 1-12 富士吉田市下吉田 6-5-1 

(2) 施設種別 天然ガスのパイプライン

接続供給 

天然ガスのパイプライン接

続供給 

(3) 貯蔵設備 

 所在地 

 設備の種類 

及び 

最大貯蔵量 

甲府市北口 3-1-12 

球形ホルダー 40,000 ㎥  

1 基 

 

(4) 施設の状

況 

  及び供給

状況 

甲府市、中央市、甲斐

市、南アルプス市及び昭

和町の供給域内 30,000 戸

へ導管により供給 

富士吉田市の市街地及び富

士河口湖町の一部、忍野村

の一部 7,000 戸へ導管によ

り供給 

(5) 修理機材

名 

  及び数量 

修理資材は当面必要な数量について常に備蓄しており、

さらに日本ガス協会を通じて全国のガス会社、資機材メ

ーカーとの応援態勢ができている。 

※ 防災体制 : 非常災害(地震)対策要領による 

（略） 

 (3) 発災時の措置   

  東京ガス山梨株式会社 吉田ガス株式会社 

(1)停電時の措

置 

災害により受電線が停

電したときは無停電電

源装置により供給を継

続する。 

予備動力を使用し、平

時の供給又は保安供給

を行う。 

(2)交通途絶時

の措置 

パイプライン接続供給

方式のため措置は不要 

パイプライン接続供給

方式のため措置は不要 

第１３節 生活関連事業等の応急対策 
３ 一般ガス導管事業施設応急保安対策 

(1) 一般ガス導管事業者の名称、所在地、供給区域等 

 東京ガス山梨株式会社 吉田ガス株式会社 

(1) 所在地 

   事務所 

   工 場 

甲府市北口三丁目 1-12 富士吉田市下吉田 6-5-1 

(2) 施設種別 天然ガスのパイプライン

接続供給 

天然ガスのパイプライン接

続供給 

(3) 貯蔵設備 

 所在地 

 設備の種類 

及び 

最大貯蔵量 

甲府市北口 3-1-12 

球形ホルダー 40,000 ㎥  

1 基 

 

(4) 施設の状

況 

  及び供給

状況 

甲府市、中央市、甲斐

市、南アルプス市及び昭

和町の供給域内 30,000 戸

へ導管により供給 

富士吉田市の市街地及び富

士河口湖町の一部、忍野村

の一部 7,000 戸へ導管によ

り供給 

(5) 修理機材

名 

  及び数量 

修理資材は当面必要な数量について常に備蓄しており、

さらに日本ガス協会を通じて全国のガス会社、資機材メ

ーカーとの応援態勢ができている。 

※ 防災体制 : 非常災害(地震)対策要領による 

（略） 

 (3) 発災時の措置   

  東京ガス山梨株式会社 吉田ガス株式会社 

(1)停電時の措

置 

災害により受電線が停

電したときは無停電電

源装置により供給を継

続する。 

予備動力を使用し、平

時の供給又は保安供給

を行う。 

(2)交通途絶時

の措置 

パイプライン接続供給

方式のため措置は不要 

パイプライン接続供給

方式のため措置は不要 

 

東京ガス

山梨(株)

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京ガス

山梨(株)

修正 
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(3)生産設備被

災時の措置 

主要な受入設備が被災

しない限り供給可能 

主要な受入設備が被災

しない限り供給可能 

(4)供給設備被

災時の措置 

 修理資材をもって応

急処理を行い極力供給

の確保に努めるが、や

むを得ないときは地域

的にガスの送出を停止

し、速やかに応急処置

を行う。全供給区域被

災のときは、一時ガス

の送出を停止する。 

 災害の状況により日

本ガス協会の応援態勢

がある。 

本社の応援態勢を除い

て 

同左 

(5)貯蔵設備被

災時の措置 

現有ガスホルダー1 基

のうち一部被災のとき

は能力の範囲において

限定供給を続ける 

一部被災の場合は能力

の範囲において限定供

給を続ける 

（新設） （新設） 

（略） 

 

 

 

 

(3)生産設備被

災時の措置 

主要な受入設備が被災

しない限り供給可能 

主要な受入設備が被災

しない限り供給可能 

(4)供給設備被

災時の措置 

 修理資材をもって応

急処理を行い極力供給

の確保に努めるが、や

むを得ないときは地域

的にガスの送出を停止

し、速やかに応急処置

を行う。全供給区域被

災のときは、一時ガス

の送出を停止する。 

 災害の状況により日

本ガス協会の応援態勢

がある。 

本社の応援態勢を除い

て 

同左 

(5)貯蔵設備被

災時の措置 

あ        あ          

９９ 一部被災のとき

は能力の範囲において

限定供給を続ける 

一部被災の場合は能力

の範囲において限定供

給を続ける 

(6)大規模災害

時の措置 

被害が大きく単独では復旧に日数を要するとき

は、日本ガス協会の定める「地震洪水等非常事

態における救援措置要綱」及び関東中央部会(関

東経済産業局管内)の定める「ガス事業者災害事

故対策要領」に基づき協会又は部会の応援を受

けて復旧の迅速化を図る。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



山梨県地域防災計画本編 改正案新旧対照表（第１編 総則 ～ 第２編 一般災害編） 
本編頁数 旧 新 改正理由 

 

 - 50 - 

221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１５節 民生安定事業 
５ 農業災害関係金融対策 

(3) 農林漁業セーフティネット資金（日本政策金融公庫資金)   

(令和 2 年 10 月現在) 

    

貸付対象 
天災により農業用施設が流亡、滅失又は大破を被った

農業者、認定農業者、認定就農者等 

資金の使途 災害により被害を受けた経営の再建に必要なもの等 

限度額 

600 万円 

ただし、簿記記帳を行っている者については、年間経

営費等の 6/12 に相当する額 

貸付利率 年 0.16～0.24% 

据置期間 3 年以内 

償還期限 10 年以内 

資金源 国の財投資金を日本政策金融公庫が貸し付ける。 

（略） 

第４章 災害復旧・復興対策 

災害復旧は、災害発生後、被災した施設の原形復旧に併せ、再度災害
の発生を防止するため必要な施設の新設、改良を行う等、将来の災害に
備える観点から、災害応急対策に基づく応急復旧作業終了後、被害の程
度を十分検討して事業計画を策定し行うものとする。なお、国〔国土交
通省〕及び県は、著しく異常かつ激甚な災害が発生し、内閣府による緊
急災害対策本部が設置された災害           等を受けた地
方公共団体又はその団体の長から要請等がある場合、        
                                
      必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない
範囲で 当該地方公共団体又はその団体の長に代って工事を行うことが
できる権限代行制度により、被災地方公共団体に対する支援を行う。 

（略） 

 

第１５節 民生安定事業 

５ 農業災害関係金融対策 

(3) 農林漁業セーフティネット資金（日本政策金融公庫資金)   

(令和6年6月現在) 

    

貸付対象 
天災により農業用施設が流亡、滅失又は大破を被っ

た農業者、認定農業者、認定新規就農者等 

資金の使途 災害により被害を受けた経営の再建に必要なもの等 

限度額 

600万円 

ただし、簿記記帳を行っている者については、年間

経営費等の6/12に相当する額 

貸付利率 年0.65～1.25% 

据置期間 3年以内 

償還期限 15年以内 

資金源 国の財投資金を日本政策金融公庫が貸し付ける。 

（略） 

第４章 災害復旧・復興対策 

災害復旧は、災害発生後、被災した施設の原形復旧に併せ、再度災害
の発生を防止するため必要な施設の新設、改良を行う等、将来の災害に
備える観点から、災害応急対策に基づく応急復旧作業終了後、被害の程
度を十分検討して事業計画を策定し行うものとする。   国〔国土交
通省〕及び県は、著しく異常かつ激甚な災害が発生し、      緊
急災害対策本部が設置された災害（以下「特定大規模災害」という。）
等を受けた地方公共団体又はその団体の長から要請 があり、かつ当該
地方公共団体の工事の実施体制等の地域の実情を勘案して円滑かつ迅速
な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない
範囲で、当該地方公共団体又はその団体の長に代わって工事を行うこと
ができる権限代行制度により、被災地方公共団体に対する支援を行う。 

（略） 
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229 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

国〔林野庁〕は、特定大規模災害等を受けた都道府県における災害復
旧事業等に関する工事について、当該都道府県の知事から要請があり、
かつ当該都道府県の工事の実施体制等を勘案して、当該都道府県に代わ
って行うことが適当と認められるときは、当該都道府県に代わって工事
を行うことができる制度により、支援を行う。 

道路管理者及び上下水道、電力、通信等のインフラ事業者は、道路と
生活インフラの連携した復旧が行えるよう、関係機関との連携体制の整
備・強化を図るものとする。 

県警察は、暴力団等の動向把握を徹底し、復旧・復興事業への参入・
介入の実態把握に努めるとともに、関係行政機関、被災地方公共団体、
業界団体等に必要な働きかけを行うなど、復旧・復興事業からの暴力団
排除活動の徹底に努めるものとする。 

 

 

防災基本

計画に沿

った修正 

 

防災基本

計画修正

に伴う修

正 

防災基本

計画に沿

った修正 
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第３編  地 震 編 

第１章 地域防災計画・地震編の概要 

第１節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

第３ 指定地方行政機関 
11 関東総合通信局 

(1)非常通信の確保等及び関東地方非常通信協議会の運営 

(2)災害時テレコム支援チーム（MIC－TEAM）による災害対応支援 

(3)災害対策用移動通信機器、臨時災害放送局用設備及び災害対策用移

動電源車等の貸出し 

(4)非常災害時における重要通信の疎通を確保するため、無線局の開

局、周波数等の指定変更及び無線設備の設置場所等の変更を口頭等に

より許認可を行う特例措置（臨機の措置）の実施 

(5)電気通信事業者及び放送局の被災・復旧状況等の情報提供 

（略） 
第３節 地震被害の想定 

４ 想定結果 

(10) 災害廃棄物 

建物の全壊・半壊・焼失棟数、及び災害廃棄物対策指針の手法を用い
て災害廃棄物発生量の予測を行った。おり地震別の災害廃棄物発生量
（予測値）を示す。なお、冬の18時・風速8m/の条件が最も地震被害棟
数が多いため、当該条件下において、災害廃棄物量は、地震（揺れ）及
び火災による推計式を用いて算出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３編  地 震 編 

第１章 地域防災計画・地震編の概要 

第１節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

第３ 指定地方行政機関 
11 関東総合通信局 

(1)非常通信の確保等及び関東地方非常通信協議会の運営 

(2)災害時テレコム支援チーム（MIC－TEAM）による災害対応支援 

(3)災害対策用移動通信機器、臨時災害放送局用設備及び災害対策用移

動電源車等の貸出し 

(4)非常災害時における重要通信の疎通を確保するため、無線局の開

局、周波数等の指定変更及び無線設備の設置場所等の変更を口頭等に

より許認可を行う特例措置（臨機の措置）の実施 

(5)電気通信事業者及び放送局の被災・復旧状況等の情報提供 

（略） 
第３節 地震被害の想定 

４ 想定結果 

(10) 災害廃棄物 

「山梨県地震被害想定調査」及び「災害廃棄物対策指針第3編資料編
技術資料１４－２」を基に、次のとおり地震別の災害廃棄物発生量（予
測値）を示す。なお、冬の18時・風速8m/sの条件が最も地震被害棟数が
多いため、当該条件下において、災害廃棄物量は、地震（揺れ）及び火
災による推計式を用いて算出した。 
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第２章 災害予防計画（平常時の対策） 

第１節 地震に強い県土づくりの推進 

４ ため池等の対策  

本県のため池の多くは、築造年代が古く経過年数が長いため、老朽化
の進行や現行耐震基準を満たしていないため池も存在する。 

災害の際に決壊流失すると家屋や公共施設等に人的被害をもたらす可
能性もあるため、亀裂又は漏水について常に点検するとともに、老朽化
や耐震不足のため池については速やかに補強並びに漏水防止等の改修を
行い、適切な維持管理で予防に万全を期す。 

（略） 

第２節 大震火災対策の推進 
(2)家庭に対する指導 

ウ 耐震自動消火装置付き石油燃焼器具、及び耐震自動ガス遮断装置付

きガスメータ、並びに安全装置付きガス燃焼器具、感震ブレーカー及

び電気用品等の火災予防措置 

（略） 

第８節 災害ボランティア活動環境の整備 

（略） 

１ 県 

災害発生時にボランティア関係機関団体連絡会議を招集 

（略） 

４ 日本赤十字社山梨県支部 

(1) 災害ボランティアの登録・研修 

(2) 災害発生時の災害ボランティア(主に救護活動を行う) の受け入れ 

(3) 災害ボランティアリーダー及び地区リーダーの養成 

(4) 義援金の募集 

５ 山梨県障害者福祉協会 

(1) 各団体代表者等による検討会及び研修会の開催 

(2) 障害者団体の連絡網の整備 

(3) 災害発生時の障害者情報の伝達 

６ 山梨県ボランティア協会 

(1) 市民の防災意識の啓発（備えなど） 

第２章 災害予防計画（平常時の対策） 

第１節 地震に強い県土づくりの推進 

４ ため池等の対策  

農業用ため池のうち、決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が
存在し、人的被害を与えるおそれのある「防災重点農業用ため池」につ
いて、関係市町村等と連携し、地域の合意形成を図りつつ、計画的な耐
震化・豪雨対策に取り組む。 

また、ため池管理者等への保全管理に対する指導や技術的支援を行
う。い、適切な維持管理で予防に万全を期す。 
（略） 

第２節 大震火災対策の推進 
(2)家庭に対する指導 

ウ 耐震自動消火装置付き石油燃焼器具、及び耐震自動ガス遮断装置付

きガスメータ、並びに安全装置付きガス燃焼器具、感震ブレーカー及

び電気用品等の火災予防措置 

（略） 

第８節 災害ボランティア活動環境の整備 

（略） 

１ 県 

山梨県災害救援ボランティア本部運営に対する支援 

（略） 

４ 日本赤十字社山梨県支部 

(1) 災害ボランティアの登録・研修 

(2) 災害ボランティアリーダー及び地区リーダーの養成 

(3) 義援金の募集 

(4) 義援金の募集 

５ 山梨県障害者福祉協会 

(1) 障害者団体の連絡網の整備 

(2) 障害者団体の連絡網の整備 

(3) 災害発生時の障害者情報の伝達 

６ 山梨県ボランティア協会 

(1) 市民の防災意識の啓発（備えなど） 
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(2) 県内外のボランティア・ＮＰＯのネットワークづくり 

(3) ボランティア・ＮＰＯの研修、訓練 

(4) 県内の防災を目的とするアマチュア無線クラブのネットワークづく

り（交流・研修・通信訓練） 

＜災害時には＞ 

(5) 県内の防災を目的とするアマチュア無線クラブとの連携による情報

収集 

(6) 県内外ボランティア・ＮＰＯへの情報提供、発信（全国民間ボラン

ティア推進団体等） 

(7) ボランティア・ＮＰＯのコーディネートなどの支援 

(8) 山梨災害ボランティア連絡会議の連携及び県内外ボランティア・Ｎ

ＰＯとの連携 

（略） 

第１０節 要配慮者対策の推進 

２ 高齢者・障害者等の要配慮者対策 

国（内閣府）が作成した「避難行動要支援者の避難行動支援に関する

取組指針（令和３年５月改定版）」、「災害時要援護者の避難支援ガイド

ライン（１８年３月改訂版）」等に基づき、市町村は、「要配慮者支援マ

ニュアル」（行動計画）を作成し、特に以下の点に重点を置いた要配慮

者対策に取り組むものとする。 

(1) 要配慮者の生活支援などを行う人材の育成 

ア 福祉関係部局を中心とし、関係機関と連携して、要配慮者の避難

支援業務を実施する。 

イ 小地域単位での住民参加型防災学習会を開催するものとする。 

ウ 自主防災活動や災害時に障害者などの救援を担う人材の育成と、

自主防災組織等の中での継続的な位置づけを確立するとともにその

活用を図るものとする。 

エ 多数の住民が参加して行う自主防災マップづくりや、避難支援者

が障害者や高齢者等を避難誘導する防災訓練を反復実施するものと

する。 

(2) プライバシー保護に配慮した避難行動要支援者把握と避難誘導体制

の確立 

ア 関係機関共有方式、同意方式、手上げ方式により福祉関係部局、

防災関係部局が主導して避難行動要支援者を把握するものとする。 

(1) 県内外のボランティア・ＮＰＯのネットワークづくり 

(3) ボランティア・ＮＰＯの研修、訓練 

(4) 県内の防災を目的とするアマチュア無線クラブのネットワークづく

り（交流・研修・通信訓練） 

＜災害時には＞ 

(5) 県内の防災を目的とするアマチュア無線クラブとの連携による情報

収集 

(2) 県内外ボランティア・ＮＰＯへの情報提供、発信（全国民間ボラン

ティア推進団体等） 

(3) ボランティア・ＮＰＯのコーディネートなどの支援 

(4) 山梨災害ボランティア連絡会議の連携及び県内外ボランティア・Ｎ

ＰＯとの連携 

（略） 

第１０節 要配慮者対策の推進 

２ 高齢者・障害者等の要配慮者対策 

本編第２編第２章第１２節 1「 高齢者・障害者等の要配慮者対策」

参照。針（令和３年５月改定版）」、「災害時要援護者の避難支援ガイド

ライン（１８年３月改訂版）」等に基づき、市町村は、「要配慮者支援マ

ニュアル」（行動計画）を作成し、特に以下の点に重点を置いた要配慮

者対策に取り組むものとする。 

(1) 要配慮者の生活支援などを行う人材の育成 

ア 福祉関係部局を中心とし、関係機関と連携して、要配慮者の避難

支援業務を実施する。 

イ 小地域単位での住民参加型防災学習会を開催するものとする。 

ウ 自主防災活動や災害時に障害者などの救援を担う人材の育成と、

自主防災組織等の中での継続的な位置づけを確立するとともにその

活用を図るものとする。 

エ 多数の住民が参加して行う自主防災マップづくりや、避難支援者

が障害者や高齢者等を避難誘導する防災訓練を反復実施するものと 

する。 

(2) プライバシー保護に配慮した避難行動要支援者把握と避難誘導体制

の確立 

ア 関係機関共有方式、同意方式、手上げ方式により福祉関係部局、

防災関係部局が主導して避難行動要支援者を把握するものとする。 
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なお、市町村は、市町村防災計画に基づき、平常時より避難行動要

支援者に関する情報を把握し、避難行動要支援者名簿を作成する。

この名簿については、避難行動要支援者の居住状況や避難支援を必

要とする事由を適切に反映されるよう、定期的に更新するものとす

る。 

イ 個々の避難行動要支援者に複数の支援員を配置し、地域の実情に

合わせた個別計画を作成するものとする。 

ウ 直接本人に伝える情報伝達体制を構築するものとする。 

エ 健常者に先駆けて、東海地震「注意情報」発表時や、市町村長の

判断で出す「高齢者等避難」発表時に、要配慮者を先行して早期に

避難する仕組みづくりを図るものとする。 

(3) 介護が必要な要配慮者のための福祉避難所の確保 

ア 地区ごと、障害種別ごとの福祉避難所を指定するものとする。 

イ 災害時に福祉避難所ごとの相談員を設置するものとする。 

ウ 民間の社会福祉施設等との協定締結、連携体制の強化を図るもの

とする。 

エ 大規模災害に対応できるよう、他の自治体に所在する社会福祉施

設等との協定締結に努めるなど、平時から広域的な連携体制の強化

を図るものとする。 

オ 地域のニーズに応じた必要数の充足に努めることとする。 

(4) 緊急通報システム（ふれあいペンダント)の活用 

市町村は、救助の必要な一人暮らしの高齢者等に対する緊急時の対策

として、緊急通報システム(ふれあいぺンダント)を活用するとともに、

災害時に自主防災組織等の協力を得られるよう、平常時より連携に努め

るものとする。 

(5) 防災知識の普及啓発と地域援助体制の確立 

市町村は、在宅高齢者や障害者等に対し地域の防災訓練等への積極的

な参加を呼び掛け、障害者防災マニュアル等を活用し災害に対する基礎

的知識の普及啓発に努めるものとする。 

なお、啓発資料の作成に当たっては、点字資料の作成など障害者への

啓発に十分配慮するものとする。 

また、訓練等を通じて地域の自主防災組織が援助すべき世帯等を予め

明確にしておくとともに、移動等が困難な障害者等については、防災情

報の伝達、介助体制の確立に努めるものとする。 

なお、市町村は、市町村防災計画に基づき、平常時より避難行動要支

援者に関する情報を把握し、避難行動要支援者名簿を作成する。この

名簿については、避難行動要支援者の居住状況や避難支援を必要とす

る事由を適切に反映されるよう、   定期的に更新するものとす

る。 

イ 個々の避難行動要支援者に複数の支援員を配置し、地域の実情に

合わせた個別計画を作成するものとする。 

ウ 直接本人に伝える情報伝達体制を構築するものとする。 

エ 健常者に先駆けて、東海地震「注意情報」発表時や、市町村長の

判断で出す「高齢者等避難」発表時に、要配慮者を先行して早期に

避難する仕組みづくりを図るものとする。 

(3) 介護が必要な要配慮者のための福祉避難所の確保 

ア 地区ごと、障害種別ごとの福祉避難所を指定するものとする。 

イ 災害時に福祉避難所ごとの相談員を設置するものとする。 

ウ 民間の社会福祉施設等との協定締結、連携体制の強化を図るもの

とする。 

エ 大規模災害に対応できるよう、他の自治体に所在する社会福祉施

設等との協定締結に努めるなど、平時から広域的な連携体制の強化

を図るものとする。 

オ 地域のニーズに応じた必要数の充足に努めることとする。 

(4) 緊急通報システム（ふれあいペンダント)の活用 

市町村は、救助の必要な一人暮らしの高齢者等に対する緊急時の対策

として、緊急通報システム(ふれあいぺンダント)を活用するとともに、

災害時に自主防災組織等の協力を得られるよう、平常時より連携に努め

るものとする。 

(5) 防災知識の普及啓発と地域援助体制の確立 

市町村は、在宅高齢者や障害者等に対し地域の防災訓練等への積極的

な参加を呼び掛け、障害者防災マニュアル等を活用し災害に対する基礎

的知識の普及啓発に努めるものとする。 

なお、啓発資料の作成に当たっては、点字資料の作成など障害者への

啓発に十分配慮するものとする。 

また、訓練等を通じて地域の自主防災組織が援助すべき世帯等を予め

明確にしておくとともに、移動等が困難な障害者等については、防災情

報の伝達、介助体制の確立に努めるものとする。 
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地域住民に対し、避難所における要配慮者支援への理解の促進を図る

ものとする。 

(6) 避難所における対応 

市町村は、避難所を中心に被災者の健康維持に必要な活動を行うもの

とする。 

特に、高齢者や障害者等の要配慮者の心身双方の健康状態には特段の

配慮を行い、必要に応じ福祉施設への入所、ホームへルパーの派遣、車

椅子の手配等を福祉事業者、手話通訳者、ガイドへルパー、ＮＰＯ・ボ

ランティア等の協力を得つつ、計画的に実施するものとする。 

(7) 被災者への情報伝達活動 

市町村は、被災者のニーズを把握し、地震の被害、余震の状況、二次

災害の危険性に関する情報、安否情報、ライフラインや交通施設等の公

共施設の復旧状況、医療機関などの生活関連情報、防災関係機関が講じ

ている施設に関する情報、交通規制など被災者のための正確かつきめ細

かな情報を適切に提供するものとする。 

(8) 応急仮設住宅 

市町村は、応急仮設住宅への収容に当たって、高齢者や障害者等の要

配慮者に十分配慮するものとし、ファックス、伝言板、障害者仕様トイ

レなど必要な設備を整備するものとする。 

（略） 

３ 外国人及び観光客対策 

災害に対して知識が乏しくかつ日本語の理解も十分でない外国人や地

理に不案内な観光客に対しては、平常時から基礎的防災情報の提供等、

防災知識の普及を図る。 

また、被災外国人や観光客に適切に対応できるよう、対応マニュアル

等の整備を図る。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

地域住民に対し、避難所における要配慮者支援への理解の促進を図る

ものとする。 

(6) 避難所における対応 

市町村は、避難所を中心に被災者の健康維持に必要な活動を行うもの

とする。 

特に、高齢者や障害者等の要配慮者の心身双方の健康状態には特段の

配慮を行い、必要に応じ福祉施設への入所、ホームへルパーの派遣、車

椅子の手配等を福祉事業者、手話通訳者、ガイドへルパー、ＮＰＯ・ボ

ランティア等の協力を得つつ、計画的に実施するものとする。 

(7) 被災者への情報伝達活動 

市町村は、被災者のニーズを把握し、地震の被害、余震の状況、二次

災害の危険性に関する情報、安否情報、ライフラインや交通施設等の公

共施設の復旧状況、医療機関などの生活関連情報、防災関係機関が講じ

ている施設に関する情報、交通規制など被災者のための正確かつきめ細

かな情報を適切に提供するものとする。 

(8) 応急仮設住宅 

市町村は、応急仮設住宅への収容に当たって、高齢者や障害者等の要

配慮者に十分配慮するものとし、ファックス、伝言板、障害者仕様トイ

レなど必要な設備を整備するものとする。 

（略） 

３ 外国人及び観光客対策 

本編第２編第２章第１２節２「在住外国人及び外国人観光客（以下

「外国人」という。）対策」参照。ては、平常時から基礎的防災情報の

提供等、防災知識の普及を図 

また、被災外国人や観光客に適切に対応できるよう、対応マニュアル

等の整備を図る。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般災害

編と統一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



山梨県地域防災計画本編 改正案新旧対照表（第３編 地震編 ～ 第４編 火山編 ） 
本編頁数 旧 新 改正理由 

 

 - 58 - 

279 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 災害応急対策 

第１節 応急、活動体制 

１ 県本部 

(2)県本部の概要 

ア 組織系統 

 
 

 

 

（略） 

第２節 地震災害情報の収集伝達 

２ 地震に関する情報伝達 

(1) 甲府地方気象台による地震に関する情報等の伝達及び発表 

ア 甲府地方気象台が発表する地震情報の種類、発表基準、内容につい

 て 

地震情報

の種類 

発表基準 内容 

震度速報 ・震度３以上 地震発生約１分半後に、震度３

以上を観測した地域名（全国を

188 地域に区分）と地震の揺れ

の検知時刻を速報 

第３章 災害応急対策 

第１節 応急、活動体制 

１ 県本部 

(2)県本部の概要 

ア 組織系統 

 
 

（略） 

第２節 地震災害情報の収集伝達 

２ 地震に関する情報伝達 

(1) 甲府地方気象台による地震に関する情報等の伝達及び発表 

ア 甲府地方気象台が発表する地震情報の種類、発表基準、内容につい

 て 

地震情報

の種類 

発表基準 内容 

震度速報 ・震度３以上 地震発生約１分半後に、震度３

以上を観測した地域名（全国を

188 地域に区分）と地震の揺れ

の検知時刻を速報 

一般災害

編と統一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報の統

合化、高

度化に伴

う修正 
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震源に関

する情報 

・震度３以上 

（津波警報または注意

報を発表した場合は発

表しない） 

「津波の心配がない」または

「若干の海面変動があるかもし

れないが被害の心配はない」旨

を付加して、地震の発生場所

（震源）やその規模（マグニチ

ュード）を発表。 

震源・震

度に関す

る情報

（注） 

以下のいずれかを満た

した場合 

・震度３以上 

・大津波警報、津波警

報    ・注意報発

表または若干の海面変

動が予想される場合 

・緊急地震速報（警

報）を発表した場合 

地震の発生場所（震源）やその

規模（マグニチュード）、震度

３以上の地域名と市町村毎の観

測した震度を発表。それに加え

て、震度３以上を観測した地域

名と市町村毎の観測した震度を

発表。 

震度５弱以上と考えられる地域

で、震度を入手していない地点

がある場合は、その市町村・地

点名を発表 

各地の震

度に関す

る情報

（注） 

・震度１以上 震度１以上を観測した地点のほ

か、地震の発生場所（震源）や

その規模（マグニチュード）を

発表。震度５弱以上と考えられ

る地域で、その地点名を発表。 

 ※地震が多数発生した場合に

は、震度３以上の地震について

のみ発表し、震度２以下の地震

については、その発生回数を

「その他の情報（地震回数に関

する情報）」で発表。 

震源に関

する情報 

・震度３以上 

（津波警報または注意

報を発表した場合は発

表しない） 

「津波の心配がない」または

「若干の海面変動があるかもし

れないが被害の心配はない」旨

を付加して、地震の発生場所

（震源）やその規模（マグニチ

ュード）を発表。 

震源・震

度に関す

る情報 

（注） 

以下のいずれかを満た

した場合 

・震度１以上 

・大津波警報、津波警

報または津波注意報発

表時 

・   若干の海面変

動が予想される場合 

・緊急地震速報（警

報）を発表した場合  

地震の発生場所（震源）やその

規模（マグニチュード）、震度

１以上を観測した地点と  観

測した震度を発表。それに加え

て、震度３以上を観測した地域

名と市町村毎の観測した震度を

発表。 

震度５弱以上と考えられる地域

で、震度を入手していない地点

がある場合は、その市町村・地

点名を発表。 

各地の震

度に関す

る情報

（注） 

・震度１以上 震度１以上を観測した地点のほ

か、地震の発生場所（震源）や

その規模（マグニチュード）を

発表。震度５弱以上と考えられ

る地域で、その地点名を発表。 

 ※地震が多数発生した場合に

は、震度３以上の地震について

のみ発表し、震度２以下の地震

については、その発生回数を

「その他の情報（地震回数に関

する情報）」で発表。 
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推計震度

分布図 

・震度５弱以上 観測した各地の震度データをも

とに、1km 四方ごとに推計した

震度（震度４以上）を図情報と

して発表。 

※（参考）令和４年度後半から

は、250m 四方ごとの推計に高

度化予定。 

長周期地

震動に関

する観測

情報 

・震度３以上を観測し

た地震のうち、長周期

地震動階級１以上を観

測した場合 

高層ビル内での被害の発生可能

性等について、地震の発生場所

（震源）やその規模（マグニチ

ュード）、地域ごと及び地点ご

との長周期地震動階級や長周期

地震動の周期別階級等を発表

（地震発生から約 20～30 分後

に気象庁ホームページ上に掲

載） 

※（参考）令和４年度後半から

は、約 10 分後に発表予定。 

遠地地震

に関する

情報 

国外で発生した地震に

ついて以下のいずれか

を満たした場合等（国

外で発生した大規模噴

火を覚知した場合にも

発表することがあ

る。） 

・マグニチュード 7.0 

以上 

・都市部等、著しい被

害が発生する可能性が

ある地域で規模の大き

な地震を観測した場合 

国外で発生した地震の発生時

刻、発生場所（震源）やその規

模（マグニチュード）を地震発

生から概ね 30 分以内に発表。 

 日本や国外への津波の影響に

関しても記述して発表。 

推計震度

分布図 

・震度５弱以上 観測した各地の震度データをも

とに、250m 四方ごとに推計した

震度（震度４以上）を図情報と

して発表。 

※（参考）令和４年度後半から

は、250m 四方ごとの推計に高度

化予定。 

長周期地

震動に関

する観測

情報 

・震度１以上を観測し

た地震のうち、長周期

地震動階級１以上を観

測した場合 

地域ごとの震度の最大値・長周

期地震動階級の最大値のほか、

個別の観測点毎に、地域ごと及

び地点           

との長周期地震動階級や長周期

地震動の周期別階級等を発表。

（地震発生から約 20～30 分後

に気象庁 10 分後程度で 1回発

表） 

※（参考）令和４年度後半から

は、約 10 分後に発表予定。 

遠地地震

に関する

情報 

国外で発生した地震に

ついて以下のいずれか

を満たした場合等（国

外で発生した大規模噴

火を覚知した場合にも

発表することがあ

る。） 

・マグニチュード 7.0 

以上 

・都市部等、著しい被

害が発生する可能性が

ある地域で規模の大き

な地震を観測した場合 

国外で発生した地震の発生時

刻、発生場所（震源）やその規

模（マグニチュード）を地震発

生から概ね 30 分以内に発表。  

 日本や国外への津波の影響に

関しても記述して発表。 
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289 

 

 

 

 

 

 

290 

 

 

 

その他の

情報 

・顕著な地震の震源要

素を更新した場合や地

震が多発した場合等 

顕著な地震の震源要素更新のお

知らせや地震が多発した場合の

震度１以上を観測した地震回数

情報等を発表。 

（注）気象庁防災情報ＸＭＬフォーマット電文では、「震源・震度に関

する情報」と「各地 の震度に関する情報」はまとめた形の一つの情報

で発表している。 気象庁ホームページで は「震源・震度に関する情

報」及び「各地の震度に関する情報」について、どちらかの発 表基準

に達した場合に両方の情報を発表している。 

（略） 

エ 伝達先 

 

甲府地方気象台 

山梨県(防災危機管理課)、ＮＨＫ(甲府放送局)、山梨放送、テレビ山梨、エフエム富士、
甲府 CATV、エフエム甲府、CATV 富士五湖、甲府河川国道事務所、県警察本部、 
東京電力パワーグリッド（山梨総支社）、NTT 東日本（山梨支店）、東京ガス山梨、 

陸上自衛隊北富士駐屯地 

 

（略） 

(3) 緊急地震速報 

気象庁は、強い揺れ（震度５弱以上または長周期地震動階級３の揺れ
が予想された場合に、震度４以上が予想される地域に対し、緊急地震速
報（警報）を発表する。また、これを報道機関等の協力を求めて住民等
へ周知する。 

なお、震度６弱以上または長周期地震動階級４以上の揺れを予想した
緊急地震速報（警報）は地震動特別警報に位置づけられる。 

（略） 

３ 被害情報の収集伝達 

(5) 報告の種類・様式 

③厚生労働省通達に基づく水道の被害報告（衛生薬務班） 

その他の

情報 

・顕著な地震の震源要

素を更新した場合や地

震が多発した場合等 

顕著な地震の震源要素更新のお

知らせや地震が多発した場合の

震度１以上を観測した地震回数

情報等を発表。 

（注）気象庁防災情報ＸＭＬフォーマット電文では、「震源・震度に関

する情報」と「各地 の震度に関する情報」はまとめた形の一つの情報

で発表している。 気象庁ホームページで は「震源・震度に関する情

報」及び「各地の震度に関する情報」について、どちらかの発 表基準

に達した場合に両方の情報を発表している。 

（略） 

エ 伝達先 

 

甲府地方気象台 

山梨県(防災危機管理課)、ＮＨＫ(甲府放送局)、山梨放送、テレビ山梨、エフエム富士、
甲府 CATV、エフエム甲府、CATV 富士五湖、甲府河川国道事務所、県警察本部、 
東京電力パワーグリッド（山梨総支社）、NTT 東日本（山梨支店）、東京ガス山梨 

陸上自衛隊北富士駐屯地 
  

（略） 

(3) 緊急地震速報 
気象庁は、強い揺れ（震度５弱以上または長周期地震動階級３以上）

が予想される地域及び震度４  が予想される地域に対し、緊急地震速
報（警報）を発表する。また、これを報道機関等の協力を求めて住民等
へ周知する。 

なお、震度６弱以上または長周期地震動階級４以上の揺れを予想した
緊急地震速報（警報）は地震動特別警報に位置づけられる。 

（略） 

３ 被害情報の収集伝達 

(5) 報告の種類・様式 

③国土交通省通達に基づく水道の被害報告（衛生薬務班、下水道班） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伝達先変

更に伴う

修正 

 

 

 

 

 

情報発表

基準変更

に伴う修

正 

 

 

 

水道法の

所管移管

に伴う修

正 
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（略） 

第５節 避難活動 

６ 避難所 
(1) 避難所の整備 

ウ 指定避難所における貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイ
レ、マット、簡易ベッド、非常用電源、衛星携帯電話・衛星通信を活
用したインターネット機器等の通信機器等の他、空調、洋式トイレな
ど、要配慮者にも配慮した施設・設備の整備に努めるとともに、被災
者による災害情報の入手に資するテレビ、ラジオ等の機器の整備を図
るものとする。特に、非常用電源の整備に当たっては、再生可能エネ
ルギーの活用を図るものとする。 

（略） 

 

(3) 避難所の運営管理 

ア 市町村は平時からマニュアルの作成、訓練等を通じて、避難所の
運営管理のために必要な知識等の普及に努める。この際、地域住民
等への普及にあたっては、住民等が主体的に避難所を運営できるよ
うに配慮するよう努める。 

イ 市町村は指定避難所の適切な運営管理に努める。また、避難所に
おける正確な情報の伝達、食料、飲料水等の配布、清掃等につい
て、避難者、住民、自主防災組織、避難所運営について専門性を有
した外部支援者等の協力が得られるよう努めるとともに、必要に応
じ他の地方公共団体に対して協力を求める。また、市町村は、避難
所の運営に関し、役割分担を明確化し、被災者に過度の負担がかか
らない要配慮しつつ、被災者が相互に助け合う自治的な組織が主体
的に関与できる運営体制に早期に移行できるよう、その立ち上げを
支援する。 

ウ それぞれの避難所で受入れている避難者にかかる情報及び避難所
で生活せず食事のみ受取りに来ている被災者等に係る情報の早期把
握に努める。また、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福
祉サービス事業者等は、避難行動要支援者等の要配慮者の安否の確
認に努め、把握した情報について市町村と共有する。 

エ 避難所における生活環境が常に良好なものであるように努める。
そのため食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要
な対策を講じる。また、避難の長期化等必要に応じて、プライバシ

（略） 

第５節 避難活動 

６ 避難所 
(1) 避難所の整備 

ウ 指定避難所における貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイ
レ、マット、簡易ベッド、非常用電源、衛星携帯電話・衛星通信を活
用したインターネット機器等の通信機器等の他、空調、洋式トイレな
ど、要配慮者にも配慮した施設・設備の整備に努めるとともに、被災
者による災害情報の入手に資するテレビ、ラジオ等の機器の整備を図
るものとする。特に、非常用電源の整備に当たっては、再生可能エネ
ルギーの活用を図るものとする。 

（略） 

(3) 避難所の運営管理 

本編第２編第３章第１１節１(３)オ「避難所の運営管理」参照。 

運営管理のために必要な知識等の普及に努める。この際、地域住民
等への普及にあたっては、住民等が主体的に避難所を運営できるよ
うに配慮するよう努める。 

イ 市町村は指定避難所の適切な運営管理に努める。また、避難所に
おける正確な情報の伝達、食料、飲料水等の配布、清掃等につい
て、避難者、住民、自主防災組織、避難所運営について専門性を有
した外部支援者等の協力が得られるよう努めるとともに、必要に応
じ他の地方公共団体に対して協力を求める。また、市町村は、避難
所の運営に関し、役割分担を明確化し、被災者に過度の負担がかか
らない要配慮しつつ、被災者が相互に助け合う自治的な組織が主体
的に関与できる運営体制に早期に移行できるよう、その立ち上げを
支援する。 

ウ それぞれの避難所で受入れている避難者にかかる情報及び避難所
で生活せず食事のみ受取りに来ている被災者等に係る情報の早期把
握に努める。また、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福
祉サービス事業者等は、避難行動要支援者等の要配慮者の安否の確
認に努め、把握した情報について市町村と共有する。 

エ 避難所における生活環境が常に良好なものであるように努める。
そのため食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要
な対策を講じる。また、避難の長期化等必要に応じて、プライバシ

防災基本

計画修正

に伴う修

正 
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299 

 

 

 

 

 

 

 

ー確保保護、簡易ベッド等の活用状況、入浴施設設置の有無及び利
用頻度、洗濯等の頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養士等によ
る巡回、暑さ寒さ対策の必要性、食糧の確保、配食等の状況、し尿
及びゴミの処理状況など、避難者の健康状態や栄養状態の把握に努
め、必要な措置を講じるよう努める。また避難所における家庭動物
のためのスペースの確保に努める。 

オ 避難所における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの
違い等、男女双方の視点等に配慮する、特に女性専用の物干し場、
更衣室、授乳室の設置や生理用品・女性用下着の女性による配布、
巡回警備や防犯ブザーの配布等による避難所における安全性の確保
など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運営に努め
る。 

カ 市町村は、やむを得ず避難所に滞在することができない被災者に
対しても、食料等必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談
の実施等保健医療サービスの提供、正確な情報の伝達により、生活
環境の確保が図られるよう努める。 

キ 市町村は、災害の規模、被災者の避難状況、避難の長期化等にか
んがみ、必要に応じて、旅館やホテル等への移動を避難者に促すも
のとする。 

ク 災害の規模等にかんがみて、被災者の健全な住生活の早期確保の
ために、必要に応じ、応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅、民間
賃貸住宅、空き屋等利用可能な既存住宅の斡旋、活用等により避難
所の早期解消に努めることを基本とする。 

ケ 県は、被災市町村へ避難所運営の応援職員を派遣する仕組みを整
える。 

（略） 

 

第６節緊急輸送対策 

５ 緊急輸送の確保 

(1)国 

（新設） 

 

 

ー確保保護、簡易ベッド等の活用状況、入浴施設設置の有無及び利
用頻度、洗濯等の頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養士等によ
る巡回、暑さ寒さ対策の必要性、食糧の確保、配食等の状況、し尿
及びゴミの処理状況など、避難者の健康状態や栄養状態の把握に努
め、必要な措置を講じるよう努める。また避難所における家庭動物
のためのスペースの確保に努める。 

オ 避難所における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの
違い等、男女双方の視点等に配慮する、特に女性専用の物干し場、
更衣室、授乳室の設置や生理用品・女性用下着の女性による配布、
巡回警備や防犯ブザーの配布等による避難所における安全性の確保
など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運営に努め
る。 

カ 市町村は、やむを得ず避難所に滞在することができない被災者に
対しても、食料等必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談
の実施等保健医療サービスの提供、正確な情報の伝達により、生活
環境の確保が図られるよう努める。 

キ 市町村は、災害の規模、被災者の避難状況、避難の長期化等にか
んがみ、必要に応じて、旅館やホテル等への移動を避難者に促すも
のとする。 

ク 災害の規模等にかんがみて、被災者の健全な住生活の早期確保の
ために、必要に応じ、応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅、民間
賃貸住宅、空き屋等利用可能な既存住宅の斡旋、活用等により避難
所の早期解消に努めることを基本とする。 

ケ 県は、被災市町村へ避難所運営の応援職員を派遣する仕組みを整
える。 

 

（略） 

 

第６節緊急輸送対策 

５ 緊急輸送の確保 

(1)国 

オ 緊急輸送道路沿いの道の駅については、応急復旧の活動拠点や放置

車両等の移動先として活用できるよう、道の駅管理者と調整を図り、
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302 
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（略） 

(4) 県  

（新設） 

 

 

（略） 

 

第７節 生活関係施設の応急対策 

２ 応急仮設住宅建設 

(1) 建設型応急住宅建設用地の確保 

 (令和４年度建設型応急住宅建設用地調査) 

調査結果27市町村、173箇所、応急仮設住宅13,012戸分の用地を確保 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

迅速に受入体制を整備する。 

（略） 

(4) 県  

エ 緊急輸送道路沿いの道の駅については、応急復旧の活動拠点や放置

車両等の移動先として活用できるよう、道の駅管理者と調整を図り、

迅速に受入体制を整備する。 

（略） 

 

第７節 生活関係施設の応急対策 

２ 応急仮設住宅建設 

(1) 建設型応急住宅建設用地の確保 

(令和５年度建設型応急住宅建設用地調査) 

調査結果27市町村、172箇所、応急仮設住宅13,074戸分の用地を確保 

（略） 
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第４編  火 山 編 

第１章 総論 

第７節 噴火警報・火山情報等の種類と発表基準 

噴火警報・火山情報等の種類と発表基準表 

名
称 

対
象
範
囲 

レ
ベ
ル 

火山活動の状況 

住民等の行

動及び登山

者・入山者

等への対応 

想定される現象等 

噴
火
警
報
（
居
住
地
域
）
又
は
噴
火
警
報 

居
住
地
域
及
び
そ
れ
よ
り
火
口
側 

５
（
避
難
） 

居住地域に重大な被害を

及ぼす噴火が発生、ある

いは切迫している状態に

ある。 

危険な居住地

域からの避難

等が必要。 

・大規模噴火が発生し、噴石、火

砕流、溶岩流が居住地域に到達

（危険範囲は状況に応じて設

定）。 

・顕著な群発地震、地殻変動の加

速、小規模噴火開始後の噴火活動

の高まり等、大規模噴火が切迫し

ている（噴石飛散、火砕流等、す

ぐに影響の及ぶ範囲は危険）。 

４
（
高
齢
者
等
避

難
） 

居住地域に重大な被害を

及ぼす噴火が発生すると

予想される（可能性が高

まっている）。 

警戒が必要な

居住地域での

高齢者等の要

配慮者の避

難、住民の避

難の準備等が

必要. 

・小規模噴火の発生、地震多発、

顕著な地殻変動等により、居住地

域に影響するような噴火の発生が

予想される（火口出現が想定され

る範囲は危険）。 

噴
火
警
報
（
火
口
周
辺
） 

又
は
火
口
周
辺
警
報 

火
口
か
ら
居
住
地
域
近
く

ま
で 

３
（
入
山
規
制
） 

居住地域の近くまで重大

な影響を及ぼし、生命に

危険が及ぼす（この範囲

に入った場合には生命に

危険が及ぶ）噴火が発

生、あるいは発生すると

予想される。 

登山禁止・入

山規制等危険

な地域への立

入規制等。 

・居住地域に影響しない程度の噴

火の発生、または地震、微動の増

加等、火山活動の高まりが見られ

る。 

火
口
周
辺 

２
（
火
口
周
辺

規
制
） 

火口周辺に影響を及ぼす

（この範囲に入った場合

は生命に危険が及ぶ）噴

火が発生、あるいは発生

すると予想される。 

住民は通常の

生活。 

火口周辺への

立入規制等。 

・影響が火口周辺に限定されるご

く小規模な噴火の発生等。 

噴
火
予
報 

火
口
内
等 

１
（
活
火
山
で
あ

る
こ
と
に
留
意
） 

火山活動は静穏。 

火山活動の状態によって

は、火口内で火山灰の噴

出等が見られる。 

（この範囲に入った場合

は生命に危険が及ぶ） 

特になし。 ・火山活動は静穏（深部低周波地

震の多発等も含む）。 

第４編  火 山 編 

第１章 総論 

第７節 噴火警報・火山情報等の種類と発表基準 

噴火警報・火山情報等の種類と発表基準表 

 

令和５年

３月改定

に伴う修

正 
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※富士山の噴火警戒レベル２は、噴火前の火山活動が高まる段階では、

火口の位置を特定して限定的な警戒範囲を示すことが困難なことから発

表されず、噴火後に火山活動の低下や警戒範囲が限定される場合に発表

される。 

※噴火の規模の区分は、噴出量により２～13 億ｍ３を大規模噴火、２千

万～２億ｍ３を中規模噴火、２百万～２千万ｍ３を小規模噴火とする。 

※ここでいう噴石とは、主として風の影響を受けずに避難する大きさの

ものとする。 

（略） 

(4) 降灰予報 

イ 降灰予報（速報） 

・（新設）発生を通報する「噴火に関する火山観測」を受けて発表 

・降灰予報（定時）を発表中の火山では、降灰量階級が対応 必要とな

る「やや多量」以上の降灰が予想される場合に発表。 

・降灰予報（定時）を発表中の火山では、降灰量階級が対応 必要とな

る「やや多量」以上の降灰が予想される場合に発表。 

・降灰予報（定時）が未発表の火山では、噴火に伴う降灰域を速やかに

伝えるため、予測された降灰量が「少量」  であっても必要に応じて

発表。 

ウ 降灰予報（詳細） 

・噴火発生後、観測した噴煙高を用いて、より精度の高い降灰量の予報

を行い、噴火後20～30分程度で発表。 

・降灰予報（定時）を発表中の火山では、降灰量階級が対応 必要とな

る「やや多量」以上の降灰が予想される場合に発表。 

・（新設）時）が未発表の火山では、噴火に伴う降灰息を速やかに伝え

るため、予測された降灰が「少量」のみであっても必要に応じて発表。

   

（略） 

 

※富士山の噴火警戒レベルリーフレット 気象庁作成（令和 5 年 3 月 29

日改正）から引用動の低下や警戒範囲が限定される場合に発表の低下や

警戒範噴火の規模の区分は、噴出量に噴火の規模の区分は、噴出量に囲

が限定表 

※噴火の規模の区分は、噴出量により２～13 億ｍ３を大規模噴火、２千

万～２億ｍ３を中規模噴火、２百万～２千万ｍ３を小規模噴火とする。 

※ここでいう噴石とは、主として風の影響を受けずに避難する大きさの

ものとする。 

（略） 

(4) 降灰予報 

イ 降灰予報（速報） 

・噴火の発生を通報する「噴火に関する火山観測」を受けて発表。 

・降灰予報（定時）を発表中の火山では、降灰への防災対応が必要とな

る「やや多量」以上の降灰が予想される場合に発表。 

・降灰予報（定時）を発表中の火山では、降灰への防災対応が必要とな

る「やや多量」以上の降灰が予想される場合に発表。 

・降灰予報（定時）が未発表の火山では、噴火に伴う降灰域を速やかに

伝えるため、予測された降灰 が「少量」のみであっても必要に応じて

発表。 

ウ 降灰予報（詳細） 

・噴火発生後、観測した噴煙高等を用いて、より精度の高い降灰量の予

報を行い、噴火後20～30分程度で発表。 

・降灰予報（定時）を発表中の火山では、降灰への防災対応が必要とな

る「やや多量」以上の降灰が予想される場合に発表。 

・降予報（定時）が未発表の火山では、噴火に伴う降灰息を速やかに伝

えるため、予測された降灰が「少量」のみであっても必要に応じて発

表。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象庁公

表内容に

沿った修

正 
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352 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

362 

 

 

 

 

363 

 

 

366 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 火山情報等 

イ 噴火速報 

・噴火警報が発表されていない常時観測火山において、噴火が発生した
場合 

・噴火警報が発表されている常時観測火山において、噴火警戒レベルの
引上げや警戒が必要な範囲の拡大を検討する規模の噴火が発生した場合 

（※） 

・このほか、社会的に影響が大きく、噴火の発生を速やかに伝える必要
があると判断した場合 

※噴火の規模が確認できない場合は発表する。 

（略） 

第８節 避難計画 

図４ 降灰後土石流の影響想定範囲（降灰後土石流可能性マップ） 

（略） 

図５ 降灰の影響想定範囲（降灰可能性マップ） 

（略） 

(2) 噴火状況判明後の避難 

降灰 小さな噴石 

避難対象エリア※３ 
屋内退避 
対象エリア 

影響想定範囲 

火山灰の降下の場合 
小さな噴石の 

降下の場合 

避難 
避難 
避難 

屋内避難 
屋内避難 
屋内避難 

屋内避難 
屋内避難 
屋内避難 

（略） 

(6) 火山情報等 

イ 噴火速報 

・噴火警報が発表されていない常時観測火山において、噴火が発生した
場合 

・噴火警報が発表されている常時観測火山において、噴火警戒レベルの
引上げや警戒が必要な範囲の拡大を検討する規模の噴火が発生した場合
（※） 

・このほか、社会的に影響が大きく、噴火の発生を速やかに伝える必要
があると判断した場合 

※噴火の規模が確認できない場合は発表する。 

（略） 

第８節 避難計画 

図４ 降灰後土石流の影響想定範囲（降灰後土石流可能性マップ） 

（略） 

図５ 降灰の影響想定範囲（降灰可能性マップ） 

（略） 

(2) 噴火状況判明後の避難 

降灰 小さな噴石 

避難対象エリア※３ 
屋内退避 
対象エリア 

影響想定範囲 

火山灰の降下の場合 
小さな噴石の 

降下の場合 

避難 
避難 
避難 

屋内退避 
屋内退避 
屋内退避 

屋内退避 
屋内退避 
屋内退避 

（略） 

気象庁公

表内容に

沿った修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士山火
山避難基
本計画に
合わせた
表記の統
一 

 

富士山火
山避難基
本計画に
合わせた
表記の統
一 
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367 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

369 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 火山防災対策の検討体制の整備 

１ 活動火山対策特別措置法（以下「活火山法」という。）に基づき、
富士山における火山災害警戒地域として指定された、山梨県、富士吉
田市、都留市、大月市、上野原市、身延町、西桂町、忍野村、山中湖
村、鳴沢村、富士河口湖町、（以下「富士山周辺市町村」とい
う。）、静岡県、静岡市、沼津市、三島市、富士宮市、富士市、御殿
場市、裾野市、清水町、長泉町、小山町、神奈川県、相模原市、小田
原市、南足柄市、大井町、松田町、山北町、開成町は、国、関係機関
及び火山専門家等と連携し、想定される火山現象に応じた警戒避難体
制の整備に関する必要な協議を行うための火山防災協議会（以下「富
士山火山防災対策協議会」という。）を設置する。 

２ 火山防災協議会     では、警戒避難体制の整備に必要な事項

について、富士山における統一的な防災対策を検討する観点から、

「噴火シナリオ」や「火山ハザードマップ」、「噴火警戒レベル」、

「避難計画」等の一連の警戒避難体制について協議する。 

（略） 

第４節 災害に強いまちづくり 

１ 安全な土地利用 

(2) 県及び富士山周辺市町村は、火山噴火による危険が差し迫った状態

にある場合には短時間に多数の住民等の避難が必要になる場合がある

ことを勘案し、詳細な地形や地形特性および避難所等の防災関連施設

を表した地理空間情報の整備の推進、あらかじめ避難のための道路、

広場等の整備の推進に努めるものとする 

（略） 

 

 

 

 

 

 

第１節 火山防災対策の検討体制の整備 

１ 活動火山対策特別措置法（以下「活火山法」という。）に基づき、
富士山における火山災害警戒地域として指定された、山梨県、富士吉
田市、都留市、大月市、上野原市、身延町、西桂町、忍野村、山中湖
村、鳴沢村、富士河口湖町、（以下「富士山周辺市町村」とい
う。）、静岡県、静岡市、沼津市、三島市、富士宮市、富士市、御殿
場市、裾野市、清水町、長泉町、小山町、神奈川県、相模原市、小田
原市、南足柄市、大井町、松田町、山北町、開成町は、国、関係機関
及び火山専門家等と連携し、想定される火山現象に応じた警戒避難体
制の整備に関する必要な協議を行うための火山防災協議会（以下「富
士山火山防災対策協議会」という。）を設置する。 

２ 富士山火山防災対策協議会では、警戒避難体制の整備に必要な事項

について、富士山における統一的な防災対策を検討する観点から、「噴

火シナリオ」や「火山ハザードマップ」、「噴火警戒レベル」、「避難

計画」等の一連の警戒避難体制について協議する。 

（略） 

第４節 災害に強いまちづくり 

１ 安全な土地利用 

(2) 県及び富士山周辺市町村は、火山噴火による危険が差し迫った状態

にある場合には短時間に多数の住民等の避難が必要になる場合がある

ことを勘案し、詳細な地形や地形特性および避難所等の防災関連施設

を表した地理空間情報の整備の推進、あらかじめ避難のための道路、

広場等の整備の推進に努めるものとする 

（略） 

 

 

 

 

 

 

富士山火
山防災協
議会を定
義 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本

計画の修

正に伴う

修正 
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384 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

387 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 災害応急対策計画 

第４節 情報の伝達・収集・広報 

１ 噴火警報・火山情報等の伝達 

(5)伝達系統 

ア 噴火予報・火口周辺警報及び噴火警報 

 

 
（略） 

４ 警戒区域の設定 

(3)警察官 

火山災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において住

民等の生命、身体に対する危険を防止するため、特に必要があると認め

るときで、かつ富士山周辺市町村の長若しくは、市町村の吏員、警戒区

域設定等に関する権限の委任を受けた職員が現場にいないとき、又は富

士山周辺市町村の長等から要求があったときは、直ちに警戒区域を設定

第３章 災害応急対策計画 

第４節 情報の伝達・収集・広報 

１ 噴火警報・火山情報等の伝達 

(5)伝達系統 

ア 噴火予報・火口周辺警報及び噴火警報 

 

 

 

（略） 

４ 警戒区域の設定 

(3)警察官 

火山災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において住

民等の生命、身体に対する危険を防止するため、特に必要があると認め

るときで、かつ富士山周辺市町村の長若しくは、市町村の吏員、警戒区

域設定等に関する権限の委任を受けた職員が現場にいないとき、又は富

士山周辺市町村の長等から要求があったときは、直ちに警戒区域を設定

 

 

 

 

 

甲府地方

気象台修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害対策

基本法第

63 条 の

規定の表

記へ修正 
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する等の災害対策基本法第63条第１項に規定する富士山周辺市町村の長

の権限を実施することができる。この場合には、直ちに警戒区域を設定

した旨を富士山周辺市町村の長に通知する。 

 

する等の災害対策基本法第63条第１項に規定する富士山周辺市町村の長

の権限を実施することができる。この場合には、直ちに警戒区域を設定

した旨を富士山周辺市町村の長に通知する。 

 


